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平成 26 年 3 月に、水に関する施策の基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に
推進することを目的として、「 水循環基本法 」が議員立法によって制定され、平成２７年７月に水循環
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、「 水循環基本計画 」が閣議決定されました。

地下水については、水循環基本計画の中の基本的な方針の「 3 水の適正な利用及び水の恵沢の享受の
確保 」に位置づけられており、「 持続可能な地下水の保全と利用の推進 」を行うこととされています。
また、地下水の利用や課題等は地域性が極めて高いため、その課題についての共通認識の醸成や、地
下水の利用や挙動の実態把握とその分析・可視化、保全、涵養、採取等に関する地域における合意やそ
の内容を実施するマネジメント（「 地下水マネジメント」）は、地方公共団体などの地域の関係者が主体
となって、地表水と地下水の関係に留意しつつ取り組むよう努めるものとされています。

しかしながら、可視できない地下水について、その取組をはじめるきっかけをつかみにくいことや
地下水利用者などの関係者が多岐にわたることなどから、内閣官房水循環政策本部事務局は、地方公
共団体を中心とする地域における主体的な取組を支援するために、平成 28 年度から先進地方公共団体
の事例やノウハウ等を取りまとめた参考資料の作成に着手しました。

平成 29 年 4 月に、地下水マネジメントの必要性の検討や地下水協議会の設置等、取組初期において
参考となる「 地下水マネジメント導入のススメ」を、平成 30 年 7 月に地域住民、取組団体、事業者等
の地下水関係者の意向を踏まえながら、「 合意形成 」を行っていき、持続可能な地下水の保全と利用を
図る手順等を示した「 地下水マネジメントの合意形成の進め方 」を公表しました。

本書は、新たに、取組の評価や計画の見直し段階の進め方の詳細を追加するとともに、上記の 2 資
料を再編・総合化した統合版として作成したものです。これにより、「 地下水マネジメント」の基礎的
な知識等の総論の理解から、地下水マネジメントに実際に取り組む場合の「 取組開始の準備 」に始まり

「 取組等の評価 」「 基本方針・計画の見直し」まで、P D C A サイクルに基づいた実践的なノウハウを理
解することができ、地方公共団体をはじめとする地域の関係者が地下水マネジメントに取り組む際の
参考とすることができる内容を網羅しています。

本書が、実際に地下水マネジメントに取り組む地域の参考となり、地域の実情に応じた、地下水の
保全と利用が一層進展することを祈念してやみません。

最後に、本書を作成するに当たって、3 年間貴重なご助言を頂きました、東京大学大学院 徳永朋祥
教授、和歌山大学 江種伸之教授、筑波大学大学院 辻村真貴教授、京都大学 中村公人准教授、明治大
学 松浦正浩教授、創価大学 宮崎淳教授には、この場を借りまして厚く御礼申し上げます。

また、地下水マネジメントの取組についてご教示頂いた地方公共団体の皆様には、そのご協力に対
して深く感謝申し上げます。

令和元年 8 月 内閣官房水循環政策本部事務局
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1はじめに

背景

平成 26 年 7 月に「 水循環基本法 」（ 以下「 基本法 」という。） が施行され、同法に基づき平成 27 年
7 月に「 水循環基本計画 」（ 以下「 基本計画 」という。） が閣議決定されました。その中で、水の適正か
つ有効な利用の促進等に係る施策として、「 持続可能な地下水の保全と利用 」を推進することとしてい
ます（ 基本計画第２部３( ２) ）。（ 技術資料編 1 - 1 参照 ）

「 持続可能な地下水の保全と利用 」とは、地盤沈下、地下水汚染、塩水化などの地下水障害の防止や
生態系の保全等を確保しつつ、地域の地下水を守り、水資源等として利用することをいい（ 基本計画 第

１部３ ）、このためには、地域の実情に応じて保全と利用のバランスをとる地下水マネジメントが重要
となります。

地下水は、普段は目に見えず意識されることもありませんが、流域の視点からは、湧水や河川など
の絶え間ない流れの維持や地域の水利用における持続的な水源として貢献するなど、地域の自然環境
や社会の根底に関わっていることもあり、そういった意識で本書を一読いただくことが重要と考えて
います。

本書の位置づけ

地域共有の財産である地下水の恵沢を、将来にわたって享受できるようにしていくためには、幅広
い関係者が関与する地下水協議会の設置等により地下水マネジメントの取組を推進することが有意義
であることから、平成 29 年 4 月に「 地下水マネジメント導入のススメ」を、平成 30 年 7 月に「 地下水
マネジメントの合意形成の進め方 」を公表しました。本書は、これらに取組の評価や計画の見直し段
階の進め方を含めて統合版として作成したものです。

本書は、地域からの要望などを契機の一つとして、行政側から地下水マネジメントの取組を提案し、
地域住民、取組団体、事業者等の様々な地下水関係者の意向や取組の実情を踏まえながら、相互に調整・
連携して「 持続可能な地下水の保全と利用 」を図る「 地下水協議会 」の設置・運営及び取組の評価・見
直しを行う際の手順・留意点等の例を示すものです。

地下水は、目に見えず、全容の解明が困難であるとともに、多様な利害関係者が存在する特性を持
ちます。このため本書は、「 流域マネジメントの手引き」の考え方・流れを踏まえ、地下水のマネジメ
ントに特化して、地域の実情に応じた持続的な保全や利用の取組のための合意形成を行うために必要
となるノウハウや留意点等を時系列的かつ具体的に整理、解説するもので、「 流域マネジメントの手引
き」を特に技術的な観点から補足する資料です。
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総論編

総
論
編地下水マネジメントに取り組むに当たっては、流域マネジメントの全体像をしっかり理解しておく

ことが望ましく、地下水の保全や利用の推進に取り組む方々も、まずは「 流域マネジメントの手引き」
等（ 技術資料編 1 - 2 参照 ）を一読されることをお勧めします。

本書の総論編は、地方公共団体等が、地域における地下水マネジメントの必要性を検討した上で、
必要に応じて地下水協議会を設置する等、導入初期における取組に役立つ事項を中心に取りまとめて
います。

本書の実践編に記している手順は、行政側が提案して地域で取組を進める場合の、標準的と考えら
れる一例を参考として示したものです。実際に地下水マネジメントを進めようとする地域の取組に当
たっては、これを基本としながらも、地域の地下水関係者からの提案や取組の実情に応じて、例えば、
民間団体等と協働して進めるなど、臨機応変に対応することが求められます。

また、本書では、地域の地下水関係者が総合的・継続的に取り組むため、「 地下水協議会による地下
水マネジメント計画の策定 」についても記載しています。

　「 地下水マネジメント計画 」によらず、地域の取り決めや覚書、連絡協議会のルール等、様々な形
で地下水マネジメントを実践している地域はありますが（ 技術資料編 2 - 1 - 3 参照 ）、取組の実効性を更に
高める点でも、「 地下水マネジメント計画 」による位置づけや、地下水協議会等を通した周知・啓発が
有用です。

流域マネジメントの手引き（H30 . 7）

【目的】
本書は、流域マネジメントとは何かを広く理解していただくとともに、各地域において流域マネ
ジメントに取り組んでいる方々が「 流域水循環協議会 」の設置・運営や「 流域水循環計画 」の策定、
計画に基づく施策を推進する際の要点を把握していただくことを目的として、平成 28 年 4 月に
公表された「 流域水循環計画策定の手引き」の改定版として作成。

【概要】
本書は流域マネジメントにはじめて取り組む方を想定し、取組の流れに沿って構成。各章では、
モデル調査により得られたノウハウ、流域水循環計画として認定・公表している 29 計画の事例や
w e b などにより情報収集した結果（ 平成 30 年 3 月時点 ）を交えながら解説。

U R L : h t t p s : / / w w w.c a s .g o . j p / j p / s e i s a k u / m i z u _ j u n k a n / m a t e r i a l s / m a t e r i a l s /g u i d e _ r i v e r- b a s i n . h t m l
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本書の構成

本書は、総論編の「1 . はじめに」、「2 . 地下水マネジメントとは」、「3 . 地下水マネジメントの導入段階 」、
「 4 . 取組等の評価・見直し段階 」と、実践編の「 5 . 地下水協議会設置及び取組実施までの手順 」、「 6 . 取
組開始後の評価・見直しの手順 」及び「 7 . 地下水マネジメントの実施把握調査 」から構成しています。

実践編の 5 章と 6 章は、はじめて地下水を担当することになった地方公共団体の担当者が、実際に
地域の地下水マネジメントに中心となって取り組んでいく際に利用していただくことを想定していま
す。そのため、節が地下水マネジメントの各段階に対応しており、各段階で説明や合意をすべき事項
と合意形成を図る相手、説明事項等を具体的かつ詳細に解説しています。地域の地下水マネジメント
の実情や進捗状況に併わせて、必要な節を参照して下さい。

5 章・6 章の各節の記述

【合意事項】（当該段階で関係者に説明して合意を図るべき事項）を提示し、その【合意事項】の一つ一
つについて、以下の項目を解説しています。

    

また、本編と同じ章の構成により、本編の参考となる事例や技術情報等を技術資料編に集録してい
ますので、併せて参照してください。
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本書の構成

1 . はじめに
•. 本書の背景、位置づけ、構成、用語の定義

2 . 地下水マネジメントとは
•. 地域社会と地下水の関わり
•. 地下水マネジメントの位置付け、必要性、あり方、流れ

3 . 地下水マネジメントの導入段階
•. 導入の契機
•.「地域の地下水の現況等」と「地域社会と地下水の関わり」の把握
•. 地下水マネジメントの基本方針の設定
•. 地下水マネジメント計画の策定
•. 取組等の実施

４. 取組等の評価・見直し段階
•. 評価・見直しの考え方
•. 取組の「体制」「プロセス」「成果」に関する評価
•. 評価結果の共有及び合意
•. 地下水マネジメント計画の見直し
•. 地下水マネジメントの基本方針の見直し

５. 地下水協議会設置及び取組実施までの手順

６. 取組開始後の評価・見直しの手順
•. 取組等の評価
•. 地下水マネジメント計画の見直し
•. 地下水マネジメントの基本方針の見直し

5 - 6 議会への説明､
住民への周知

5 - 2 提案地方公共団体内における認識の共有
•. 課内で取組開始を確認
•. 関係課と連携して取組開始することを合意
•. 知事･市町村長等への確認

5 - 5 準備会の開催

5 - 7 協議会開催への準備

5 - 8 地下水マネジメント計画の決定

5 - 9 取組等の実施

5 - 1  取組開始の準備
•. 地域の地下水の情報を可能な範囲で収集
•. 地域の地下水利用や保全の取組等の情報も収集
•. 地域全体として望ましい基本方針の案などを考える

5 - 3 他の地方公共団体との 
連携を要する場合

•. 関係地方公共団体への参加の要請、参加の有
無の確認

5 - 5 勉強会の開催
•. 地域の地下水の共通理解
•. 関係者の立場の相互認識

5 - 4 関係行政機関､ 地域の 
関係者等との連携

•. 地域の地下水関係者や関係する行政機関(県
･国等)への参加の要請

総
論
編

実
践
編

担当職員なりに地下水マネジメ
ントの基本方針を整理し、準備
会以降の話し合い等で議論の題
材とします

既に地下水への理解や関
係者が連携した取組の枠
組みがある地域は省略可
能

様々な評価の視点から、
取組の実効性を評価し、
柔軟に年次計画・地下水
マネジメント計画を見直
します

先進事例の多くは単独で開始し
ていますが、上下流地域等との
連携を要すると想定される場合
は、必要な範囲で参加を要請し
ます
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実践編（ 5 ･ 6 章 ）の流れ
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本編と技術資料編との対応

本編 技術資料編

総
　
論
　
編

1.	はじめに

背景

1.	はじめに
1-1 地下水マネジメントに関わる国の動き
1-2 関連資料

本書の位置づけ

本書の構成

用語の定義

2.	地下水マネジメント
とは

2.1 地域社会と地下水の関わり
2.	地下水マネジメントとは
2.1  地下水マネジメントに関する先進地方公共

団体の取組
2.2  地下水マネジメントにおける保全と利用の

バランスの考え方
2.3  地下水マネジメントにおける合意形成

2.2 地下水マネジメントの位置づけ

2.3 地下水マネジメントの必要性

2.4 地下水マネジメントのあり方

2.5 地下水マネジメントの流れ

3.	地下水マネジメント
の導入段階

3.1 導入の契機

3.	地下水マネジメントの導入段階
3.1  初期段階における地下水に関わる地域特性

整理
3.2  取組の進捗に応じた地下水の実態把握

3.2 地域の地下水の現況等の把握
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用語の定義

地下水マネジメント

地下水マネジメントは、地下水の地域性を踏まえ、地下水の保全と利用のバランスなど、地下水に関する課題
等について地域の共通認識を醸成した上で、地域社会における地下水の持続的な利用や地下水挙動の実態把握と
その分析・可視化、保全（ 質・量 ）、涵

かん

養、採取等に関する地域における合意形成やその内容を実施するものです（ 基
本計画 第１部３ ）。

地域共有の財産である地下水の恵沢を、将来にわたって享受できるようにしていくためには、幅広い関係者が関与
する地下水協議会の設置等により地下水マネジメントの取組を推進することが有意義です。

流域マネジメント

流域マネジメントは、森林、河川、農地、都市、湖沼、沿岸域等において、人の営みと水量、水質、水と関わ
る自然環境を良好な状態に保つ、又は改善するため、様々な取組を通じ、流域において関係する行政などの公的
機関、事業者、団体、住民等がそれぞれ連携して活動するものです（ 基本計画 第２部１（ ２ ））。

地下水協議会

「 地下水協議会 」は、地域の課題と実情を十分に踏まえつつ、持続可能な地下水の保全と利用を図るための地下
水の実態把握、保全・利用、涵

かん

養、普及啓発等に関して取組の方向性を確認し、関係者との連携調整を行うもの
であり、地方公共団体及び国の地方支分部局に加えて、地下水採取者、地下水利用者、地下水量若しくは地下水
質に関し著しい影響を受ける又は及ぼすおそれのある者、涵

かん

養などの地下水の保全に大きく貢献し得る者等から、
地域の実情や取組の進捗段階に応じて柔軟に構成されます（ 基本計画 第２部３（ ２ ）イ ）。

流域水循環協議会

「 流域水循環協議会 」は、健全な水循環の維持又は回復に関する基本事項を議論する場として位置付けられ、既
存の流域連携に係る取組状況など地域の実情に応じて、流域単位を基本として、地方公共団体、国の地方支分部局、
有識者、利害関係者（ 上流の森林から下流の沿岸域までの流域において利水・水の涵

かん

養・水環境等に関わる事業者、
団体、住民等 ）等から構成されます（ 基本計画 第２部１（ ２ ））。

勉強会

勉強会は、地域の地下水関係者等が、地下水の基本的な知識や情報を共有し、地域の地下水の概況等について、
共通の理解と認識を図るための場です。

地下水の保全と利用に関する立場や意向は地下水関係者個々に異なる場合があり、地域の地下水の現状や過去
から現在までの変化、利用状況や保全の取組の履歴等について、関係者がそれぞれに異なる情報や認識を元に発
言を行うと、議論が成り立たなかったり、相互不信を引き起こすこともあります。このため、地域の地下水関係
者の全てが、同じ情報をもとに、客観的な事実として地下水の現状や履歴を理解したり共通の認識を持つための
勉強会を開催します。
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準備会は、地下水関係者が、地下水協議会を設置し、当該地域で地下水マネジメントを進めていくことについて、
認識の共有・準備を図る場です。

「 地下水協議会 」の円滑な運営に留意して、地域全体としての「 地下水マネジメントの基本方針 」の案を示し、
参加者個々に意向を確認して、各関係者の立場に関する認識の共有を図った上で地下水協議会の提示案とするた
めに準備会を開催します。

評価指標

本書では、取組の評価を「体制：取組内容や分担､ 連携体制､ 実施規模等の妥当性等を評価 」、「プロセス：目
標の達成に向けた過程（ 手順 ）や活動の状況や進捗を評価 」、「成果：目標の達成度 」の 3 つの観点から、また、
地下水マネジメントの段階に応じて重みづけをしながら行うこととしており、それぞれの観点において定性的又
は定量的な評価を行う指標を設定します。

合意形成

様々な関係者が異なる情報や知見に基づき、個々の立場を主張し合うと、地域全体として望ましい結論を得る
ことは困難となることから（ 技術資料編 2 - 3 参照 ）、お互いの意向を尊重しながら、地域全体としての「 地下水マ
ネジメントの基本方針 」の下に、保全と利用のバランスの取れた環境を後世に引き継ぐため、地下水マネジメント
を段階的に進めるための様々な合意形成を積み上げていくこととしています。

 ● 様々な関係者の参加を促すための合意形成
 ● 地域の地下水に関する客観的な理解と認識に関する合意形成
 ● 地域全体として望ましい地下水マネジメントの基本方針等の合意形成
 ● 取組状況や社会・産業の動向変化等に応じて方向性を見直す合意形成　等

本書では特に、「 持続可能な地下水の保全と利用 」に地域全体としての合意形成を図りながら取り組む基本的な体
制として「 地下水協議会 」を位置づけ、設立の準備段階から設置後の取組までの手順の例を示すこととしています。

第1章　はじめに

5

5 - 1

5 - 2

5 - 3

5 - 4

5 - 5

5 - 6

5 - 7

5 - 8

5 - 9

6 - 1

6 - 2

6 - 3

6

7

1

2

3

4



9

総論編

総
論
編

実
践
編

そ
の
他

2地下水マネジメントとは

2 -1	 地域社会と地下水の関わり

地下水は、直接目にすることができないため日常生活で意識される機会は少なく、行政組織において
も地下水を専門に取り扱う部課があることは必ずしも多くありません。しかしながら、地域社会と様々
な場面で関わりを持ち、地域によっては生活や産業を地下水に大きく依存している場合もあります。

本書では「 地域社会と地下水の関わり」を、【①日常的な利用】、【②地域活性化への活用】、【③リ
スクの予防保全】、【④地下水障害の解決】の 4 つの観点でとらえています。

日常的な利用

地下水は、井戸から容易に水が得られる簡易性、他の水資源に比べて一般に安価である経済性、表
流水に比べて夏は冷たく、冬は温かい恒温性等の特性を有しているため、工業用水（ 冷却用、洗浄用
等 ）、生活（ 水道 ）用水（ 飲料用、調理用、浴用等 ）、農業用水（ 農作物栽培用等 ）、積雪地域の消雪用
水など多様な用途に利用されています。

地下水への依存状況は地域により異なりますが、生活（ 水道 ）用水または工業用水の地下水依存率が
全国平均の 2 倍を超えている地域もあります。

地下水使用の用途別割合
（出典：平成30年版 日本の水資源の現況、国土交通省水管理・国土保全局水資源部）
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地下水特性からみた用途の分布
（出典：平成25年版 日本の水資源、国土交通省水管理・国土保全局水資源部）

地域別用途別の地下水依存率
（出典：平成30年版 日本の水資源の現況、国土交通省水管理・国土保全局水資源部）
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地下水を直接の原料とするミネラルウォーターの生産は全国各地で行われており、また、工場の洗
浄用水や冷却用水などの様々な用途に全国で用いられています。

ミネラルウォーター都道府県別年間生産数量（ 2016 年 ）
（出典：一般社団法人日本ミネラルウォーター協会HP公表資料より作成）

このように地下水は、水道用水の水源等として井戸から汲み上げられて利用され、地域社会の生活
やインフラ・行政サービスを直接的に支える一方、生活で消費したり利用する物品の生産に地下水が利
用されている場合もあり、間接的にも地域の生活を支えています。

半導体の洗浄
(出典：一般財団法人造水促進センター HP)

生コンクリート製造プラント
(出典：一般社団法人セメント協会HP)
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地域活性化への活用

地下水は、日常的な利用以外に、名水や湧水の観光資源としての活用、地域の地下水で生産した物
産品のブランド化、豊富な地下水を活用した地場産業の振興や企業誘致等、地域資源としてまちづく
りや地域の活性化のために活用される場合があります。

湧水めぐりを活用した観光マップの事例
（出典：三島市「街中がせせらぎ みしまっぷ」、

ht tp : / /m i sh imap . com/）

    

来日観光客向けの観光資源としての活用事例
（出典：郡上市観光連盟公式サイト、 

h t tp : / /www.gu j okankou . com/）

名水により観光地としての地域ブランド向上に取り組んでいる全国の事例
（出典：環境省HP、ht tps : / /wa te r-p ro j ec t . env. go . j p /）
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地域ブランド戦略に位置付けた事例
（出典：大野市、越前おおのブランド戦略、平成30年3月改訂に加筆）

「 大野の水生まれ」 
の目印

地場産品のブランディング活動の事例「 水をたべるレストラン」
（出典：大野市ＨＰ資料に加筆）
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リスクの予防保全

気候変動に伴って発生する渇水や過剰揚水による井戸枯れ、塩水化や地下水汚染、地盤沈下等の地
下水障害、あるいは有害物質の漏洩事故のような不測の事態など、潜在的な地下水障害リスクは、ど
のような地域にもあります。

このため、地下水の利用にあたっては、地域における過去の地下水障害発生の有無を把握するとと
もに、地下水採取に関する規制など、地下水障害の防止や地下水環境の保全等に関する既存の制度や
枠組みを確認する必要があります。

何らかの要因で地下水の安定した利用に支障が生じた場合には、地下水に依存していた日常生活や
インフラ、また、地下水を利用する産業活動にも影響を及ぼすため、これらによる地下水利用への影
響の大きさを把握し、その影響を最小化するための備えが望まれます。

特に地下水障害は、一旦発生すると回復に長期間を要したり、地盤沈下のように回復が困難な場合
もあります。また、同じ帯水層から取水している近隣地域や周辺自治体の地下水利用にも影響が及ぶ
こともあるため、上下流の地域と連携した備えが必要となる地域もあります。

地下水障害の規模が大きく、長期にわたった場合には、地下水を用いていた工場等の操業縮小・停止
や地域外への移転を余儀なくされることによる税収・雇用人口の減少など、地域社会の安定に影響する
問題となることも懸念されます。

そのような影響を知るためには、地域の地下水への依存度、また、そこで生み出される経済的価値、
更には税収・雇用および環境・文化・防災面への寄与も含めて、地域社会と地下水の関わりを把握する
必要があります。

また、地下水障害の兆候を早めに察知したり、万一障害を生じた場合の対処を適切に行うためには、
地下水利用を行う前のデータと、安定して地下水を利用できている状態のデータの双方を得ておくこ
とが有用です。
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また、非常時の代替水源を確保するための防災井戸登録制度や、防災井戸の円滑な利用を図るため
の運用体制を明確に位置づけている事例もあります。

災害時における利用体制の事例「 災害時井戸水提供における体制 」
（出典：熊本市HP）

阪神淡路大震災などの災害を契機に、地域社会におけるリスクへの備えとして、大規模災害時に、
主に飲料水以外のトイレ洗浄、洗濯、清掃・散水、浴用等に利用できる水源として防災井戸の設置を推
進している地域が増えています。

防災井戸の募集事例
（出典：京都市資料）
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地下水障害の解決

地域の地下水の実態を把握せずに無秩序に地下水を汲み上げた場合、周辺の地下水利用を阻害した
り、地域における地下水の持続的利用を困難にさせる場合があります。

地下水の利用に支障が生じる要因としては、井戸枯れ、地盤沈下、塩水化、地下水汚染、湧水消失 ･
湧出量減少などが挙げられ、これらは地下水障害と言われています。

主な地下水障害の例

地下水障害 現象の一般的な特徴

①井戸枯れ 過剰揚水や掘削工事等の人為的要因により地下水位が低下し、井戸内
に流入する地下水が少なくなり、井戸が干上がる現象。

②地盤沈下 粘土層が近接する帯水層からの過剰揚水により、粘土層中の間隙水が
流出し、粘土層が圧密収縮した結果として地表面が沈下する現象。

③塩水化
沿岸部において過剰揚水により海水が帯水層中を遡上し、地下水に塩
水が混入し、地下水の塩濃度が飲用や農業用に適さないほど高くなる
現象。

④地下水汚染
人の健康に有害な物質が地中を移動して帯水層に達し、地下水が汚染
された状態。原因としては、人の生活や生産活動に由来する場合と、
砒素など自然由来による場合がある。

⑤湧水消失・湧出量減少
雨水浸透面の減少による涵

かん

養量の変化、過剰揚水、地震災害等の自然
的要因などによって周辺環境が変化し、湧出量が減ったり消失する現
象。

かつて、地下水の過剰揚水等により、全国で井戸枯れ・地盤沈下・塩水化等、様々な地下水障害を生
じた時代があり、地下水環境を回復するための取組や、工業用水法、建築物用地下水の採取の規制に
関する法律（ 以下「ビル用水法 」という。）、水質汚濁防止法、環境基本法、そして、地方公共団体の条
例などの法令が制定されてきました。
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全国の主要な地盤沈下地域における累積沈下量

地下水保全に関わる法令と条例の推移
（国土交通省水管理・国土保全局水資源部調べ）
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2 -2	 地下水マネジメントの位置づけ

地下水マネジメントは、地域で行う様々な取組を、地域のニーズや地下水環境の変化に応じて柔軟
に調整・連携することにより、「 持続可能な地下水の保全と利用 」を図り地域社会の安定・活性化に寄
与するものです。

4 つの観点における地域の取組と地下水マネジメントの位置づけの例

4 つの観点は相互に関わっており、【①日常的な利用】や【②地域活性化への活用】の状況に応じて【③
リスクの予防保全】を図ることが望ましく、これらのバランスが崩れて地下水障害を生じると【④地
下水障害の解決】により対応することとなります。

4 つの観点の関わり方のイメージ
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地域で行われる各観点の取組の内容・規模及びその関係性は、利用ニーズの変化や保全の取組の状
況などにより時間の経過により変化するものです。このため、地下水を地域資源として継続的に活用
するためには、取組間の調整・連携を図り、安定した利用環境を維持する必要があります。（ 技術資料編

2 - 1 参照 ）

地域社会の状況に応じた『 4 つの観点の関わり方の変化 』の例
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2 -3	 地下水マネジメントの必要性

「 日常的な利用 」、「 地域活性化への活用 」、「リスクの予防保全 」、「 地下水障害の解決 」の各側面に
対して、これまでは、それぞれの関連施策を担う担当部課や、地域で利用や保全の取組を行う事業者・
団体・住民等の地下水関係者が、それぞれ個々の方針や計画により活動している状況が多くみられます。

このため、「 持続可能な地下水の保全と利用 」において、特に地下水の保全と利用のバランスの観点
から、以下のような課題を抱える地域があります。

また、持続可能性の観点から、『地下水関係者間の連携不足のため、同じ場所の調査を異なる主体が
繰り返す等の実務上の無駄』や、『人手不足による取組の省力化・省人化等の社会的要請』等の課題が
あります。

これらの課題へ対応し、地下水を適切に保全しながら利用するためには、全体をマネジメントする
視点と枠組みが不可欠であり、地下水関係者間で情報の共有や取組の調整・連携を図る地下水マネジメ
ントを導入することが有効です。（ 技術資料編 2 - 3 参照 ）

特に②に該当し、生活・産業インフラを支える水資源に占める地下水の割合が大きな地域では、住民
生活の安心や安定に大きく関わることから重要な課題と認識し、早期に地下水マネジメントを導入す
ることが求められます。

「地下水の保全と利用のバランス」の観点における課題の例

①	 地下水保全には取り組んでいるが、地下水利用への地域のニーズや地域資源として地域づく
りに活用できる可能性の余地がある

②	 地下水に依存しているにも関わらず、無秩序な取水や不測の地下水汚染から地域の地下水を
守る方策や、地下水障害リスクに対する予防保全の措置を講じていない

③	 利用を拡大したい主体と保全に取り組む主体が個々の意向で取組を進めているため、相互に
取組の効果が干渉・相殺したり、地域の保全と利用のバランスの偏りが懸念される
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2 - 4	 地下水マネジメントのあり方

地下水マネジメントの趣旨

地下水マネジメントは、地下水の保全や利用に関する課題等について地域毎の共通認識の醸成や、
地域社会における地下水の持続的な利用や地下水挙動の実態把握とその分析・可視化、保全（ 質・量 ）、
涵
かん

養、採取等に関する地域における合意形成やその内容を実施するマネジメントのことです（ 基本計画 

第１部３ ）。

地下水は直接目にすることができないため、その挙動を完全に解明することや短期的な調査・解析
での実態把握は現実的には困難な場合があります。このため、地下水マネジメントの段階に応じて取
得可能な情報を基に、関係する地方公共団体や、地下水の保全や利用を行っている様々な関係者等が、
地下水の実態に関する認識を共有する必要があります。

また、地域には保全と利用の方向性が異なる地方公共団体・関係者等が混在するとともに、取組の段
階や状況に応じて方向性が変化する場合もあります。よって、個々の立場への相互理解の下に、地下
水の利用量や活用方策、保全対策等に関して、地域全体としての合意を地道に積み重ねながら実施し
ていく必要があります。

過去に地下水障害を経験して保全の機運が高まり、揚水規制条例等の制定あるいは地下水涵
かん

養やモ
ニタリング等の取組を行っている地域においては、引き続き地下水を適切に保全した上で、さらにど
のような利用を図ることが地域づくりにとって望ましいのかも含めて、地域全体で考えることにより
地下水マネジメントが進められます。

例えば、水道用水源や産業用水源として地下水を利用しているにも関わらず、地下水利用の持続可
能性について把握していない地域において、地下水資源の枯渇リスクや予防保全の必要性について地
域全体の共通認識を醸成することにより持続的な利用を図ることも地下水マネジメントに該当します。
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編流域マネジメントと地下水マネジメントの関係

地下水と地表水は、水循環において一連の流れの中でつながっており、一体的に捉えるべきものです。
水循環基本計画では、流域内で関係する行政等の公的機関、事業者、団体、住民等が連携して活動する「 流
域マネジメント」と、地域で地下水の利用または保全の取組を行っている関係者が主体となって、地域
の実情に応じた「持続可能な地下水の保全と利用」に取り組む「地下水マネジメント」が示されています。

流域マネジメントでは、河川流域を中心に、幅広い分野を対象として、各分野の主体が連携しつつ、
流域の適切な保全や管理、施設整備、活動等を実施するため、流域水循環協議会で「 流域水循環計画 」
を策定します（ 基本計画　第２部１（ ３ ））。「 流域水循環計画 」には、①現在及び将来の課題、②理念や将
来目指す姿、③健全な水循環の維持又は回復に関する目標、④目標を達成するために実施する施策、
⑤健全な水循環の状態や計画の進捗状況を表す指標等が、地域の実情に応じて段階的に設定され、森林、
河川、農地、下水道、環境等の水循環に関する各種施策について有機的な連携が図られるよう、関係
者は相互に協力し、実施します（ 基本計画　第２部１（ ４ ））。

地下水マネジメントでは、地域の生活・産業インフラや地域づくりにおける地下水の位置付けにより、
地下水の経済資源や地域資源としての価値やマネジメントの方針は異なり、また社会状況によっても
変化します。

このような地域性や価値観の変化に対応する柔軟なマネジメントとするため、必要に応じて地方公
共団体や利害関係者を含む多様な地下水関係者による「 地下水協議会 」を設置し、地域の実情とその変
化に応じて地下水マネジメントの方針を見直すなど、地域全体の共通認識の醸成と合意形成を積み重
ねながら実施します。

本来、「 地下水協議会 」は「 流域水循環協議会 」の中で一体的に取り扱われるべきものですが、両協
議会の進展等が必ずしも一致しない場合も考えられます。地下水域と流域との関係、地下水マネジメ
ントの取組による水循環への影響や取組への制約等に留意し、将来的に「 流域水循環協議会 」の中で地
下水マネジメントが整合性を持って位置づけられることへの配慮が求められます。　
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地下水マネジメントの体制

地下水マネジメントにおいては、導入の契機や経緯により、運営の中心的な役割を担う主体として、
住民・団体、行政、地域の地下水利用者など様々なケースが想定されます。

そのような中で、将来にわたる取組の継続性を確保するためには、地方公共団体が事務局を担ったり、
事務局組織を設置する等により、持続的な体制とすることが有効です。

都道府県は、国との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、地下水マネジメントを推進するための
自らの体制を整備し、取組を段階的に推進し、①地域の実情に応じた地下水協議会の設置と運営、②
市町村の自主的・主体的な取組のための啓発や取組への支援等を推進するよう努めることが期待されて
います（ 基本計画　第２部３（ ２ ）ア ）。

また、国、地方公共団体等は、地域の課題と実情を十分に踏まえつつ、持続可能な地下水の保全と
利用を図るための地下水の実態把握、保全・利用、涵

かん

養、普及啓発等に関する取組の方向性を確認し、
関係者との連携調整を行うために、必要に応じて地下水協議会の設置を推進するよう努めるものとさ
れています（ 基本計画　第２部３（ ２ ）イ ）。

そこで本書では、地域の実情を踏まえ、地下水関係者の協働により持続可能な地下水の保全と利用
を進めるため、様々な背景・意向の異なる関係者が情報共有や相互理解を図る地下水協議会を設置し、
特に行政側からの提案で地下水協議会を設置して、地方公共団体又は事務局組織が運営する体制で地
下水マネジメントを推進する場合を中心に記載しています。

なお、流域水循環協議会において、テーマ別に設置される分科会等の一つとしての「 地下水分科会 」
等も地下水協議会に該当します。

地下水協議会

地下水協議会は、多様な方向性を持った関係者等が、客観的な情報を共有し、お互いの方向性を尊
重しながら、地域全体として効率的・効果的な地下水マネジメントを行うため、必要に応じて地方公共
団体及び国の地方支分部局が連携して設置を推進するものです。

地下水協議会の設置範囲は、単独の地方公共団体で設置する場合、帯水層の広がり等に応じて複数
の地方公共団体や都府県にまたがって設置する場合、都道府県全域又は地域毎に設置する場合など、
地域の実情に応じて設定します。
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地下水協議会の様々な設置範囲のイメージ

地下水協議会は、地域の地下水の保全と利用に関する具体的な取組の方向性を確認し、関係者との
連携調整を行うものであり、取組の進捗段階に応じて幅広い立場からの参画を求めます。

関係者として、行政からは、日常的利用に関わる水道・下水道・商工・農業、地域資源活用や水文化
継承を図る企画・観光・教育・文化、保全対策やリスク対応を担う環境・防災・広報等の部課、また、地
域からは、既に地下水の利用や保全に対する取組を行っている団体、地下水利用環境へ大きな影響を
及ぼし得る大規模取水事業者等、様々な主体が想定されます。

このような様々な地下水関連施策を担う担当部課や、地域で保全や利用の取組を行う事業者・団体・
住民等の地下水関係者を対象に全体をマネジメントする必要があるため、調整機能を有する部局や第
三者的な機関等による運営が望まれます。

また、地下水協議会は、帯水層の広がりや流域の大きさに関わらず設置できることとされ、重層的
な構造とすることも可能です。流域水循環協議会等と並行して設置する場合には、連携しながら運営し、
可能なところから一体的な運営となるように検討を進めていくことが必要です。

2 -5	 地下水マネジメントの流れ

行政側から地下水マネジメントの取組を提案し、地域住民、取組団体、事業者等の様々な地下水関
係者の意向や取組の実情を踏まえながら、地下水協議会を設置して地下水マネジメントを推進する場
合について、取組の各段階における合意形成の流れを以下に示します。

　

第2章　地下水マネジメントとは

5

5 - 1

5 - 2

5 - 3

5 - 4

5 - 5

5 - 6

5 - 7

5 - 8

5 - 9

6 - 1

6 - 2

6 - 3

6

7

1

2

3

4



25

総論編

総
論
編

実
践
編

そ
の
他

行政側からの提案で地下水マネジメントを推進する場合の流れ
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2015 年 9 月、ニューヨークの国連本部で開かれた「 国連持続可能な開発サミット」において、
2030 年までに持続可能な社会を目指す世界のマスタープランとして、17 の持続可能な開発目
標（ S u s t a i n a b l e D e v e l o p m e n t G o a l s ; S D G s（ エス・ディー・ジーズ ））が採択されました。

持続可能な開発目標（ S D G s ）の詳細

目標 1（貧困） あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。

目標 2（飢餓） 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。

目標 3（保健） あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。

目標 4（教育） すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。

目標 5（ジェンダー） ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。

目標 6（水・衛生） すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。

目標 7（エネルギー） すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確
保する。

目標 8（経済成長と雇用） 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい
のある人間らしい雇用 ( ディーセント・ワーク ) を促進する。

目標 9（インフラ、産業化、 
イノベーション）

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノ
ベーションの推進を図る。

目標 10（不平等） 各国内及び各国間の不平等を是正する。

目標 11（持続可能な都市） 包摂的で安全かつ強靱 ( レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する。

目標 12（持続可能な生産と消費） 持続可能な生産消費形態を確保する。

目標 13（気候変動） 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。

目標 14（海洋資源） 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。

目標 15（陸上資源） 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化へ
の対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。

目標 16（平和）
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアク
セスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築
する。

目標 17（実施手段） 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化
する。

（外務省HP、https://www.mofa.go. jp/mofa j/ga iko/oda/sdgs/pdf/000270935.pdf）

この 17 の目標のうち、特に地下水との関わりの深い開発目標（ S D G）「 6 水と衛生 」（ すべて
の人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する ）の中間評価が 2018 年度に報告さ
れ、進捗には地域差が大きいこと、また水に関するガバナンスの重要性等が指摘されています。

地 下 水 に 関 わ る ガ バ ナ ン ス に つ い て は、 国 外 で は 2011 年 に “ G r o u n d w a t e r G o v e r n a n c e : A 

G l o b a l F r a m e - w o r k f o r A c t i o n ” が開始され、「 地下水ガバナンス（ G r o u n d w a t e r G o v e r n a n c e）」の確
立を目指して、健全な地下水資源管理のための一般的理念とガイドラインの構築が図られてお
り、近年は国内でも、日本における地下水ガバナンスのあり方の議論が始まっている状況です。
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3地下水マネジメントの導入段階

3 -1	 導入の契機

地下水マネジメントの取組を提案する主体としては、住民・団体、行政、事業者等の様々なケースが
想定されます。それぞれの主体による契機及び提案の内容の例を以下に示します。

住民・団体

 ● 住民や地下水利用者からの地下水の状況に関する相談、要望等

 ● 渇水による地下水位低下や水質汚濁事故等の発生による対策の要請

 ● 特定の地下水利用者による過剰な地下水採取の懸念や採取事例の発覚から、地域全体での地下水
保全を要望

行政

 ● 企業誘致による雇用創出や交流人口促進など、地下水の活用による地域の活性化を検討

 ● 地域が地下水に依存している一方で、地下水障害リスクへの備えをしていないことに気づき、予
防保全の必要性を認識

 ● 国や先進地方公共団体の動きを踏まえて、導入について首長等から検討を指示

 ● 地域の地下水について、複数の地方公共団体が参加する広域市町村圏の協議会等から問題提起

 ● コスト縮減や人手不足への対応のため、地下水に関わる施策の効率化や省力化、省人化を検討

事業者

 ● 地域の地下水に事業活動が依存しているため、安定した取水環境を持続する対策を要望

 ● 地下水を大量に取水利用する事業者等が、地域貢献活動等の一環として協働の取組を提案

 ● 利用している地下水取水井の水位低下や採取できる水量の減少などの変化により、持続的な利用
への不安が拡大
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3 -2	 地域の地下水の現況等の把握

地下水マネジメントの導入段階では、まずはじめに関係者が地域の地下水に関する情報を共有し、
地下水の現況や過去からの変化等について理解を共有する必要があります。特に、客観的な情報によ
り明らかになっている点と不明な点の区別及び得られている情報に基づく地下水の状態の解釈につい
て関係者が同じ認識を持つことが重要です。

このため、導入段階において、地域の地下水に関する文献、調査資料等の既存資料を収集し、地下
水の概要や地下水障害の履歴等について整理する必要があります。

ただし、地域の地下水に関する情報が多く得られたり整備されていることは少ないため、導入段階
では地域の自然特性に関する文献・資料や統計データ等から収集できる範囲で情報収集を行い、地下水
マネジメントの取組の進展とともに情報の充実や整備を図ります。（ 技術資料編 3 - 1 参照 ）

導入段階で有用と想定される地下水に関する資料等の例

項 目 参照する資料・データの例 技術資料編

地形・地質 地域の地形・地質や地誌に関する文献、水文環境図、 
水理地質図等

3-1-1

地下水位 地域の地下水研究資料、既存の地下水位観測データ等 3-1-2

水質 水質汚濁防止法に基づく地下水の常時監視結果等 3-1-3

水収支 気象データ、地下水利用に関する既存資料、利用用途毎
の水利用原単位等

3-1-4

地下水利用・ニーズ等 水道統計、工業統計、農業用地下水利用実態調査等 3-1-5

過去の取組経緯・課題 全国地盤環境情報ディレクトリ、全国の地盤沈下地域の
概況等

3-1-6
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3 -3	 地域社会と地下水の関わりの把握

地域の地下水の自然特性を把握する一方、地域社会と地下水の関わりについて、地域の生活・産業等
における住民や事業者の利活用状況やニーズ、行政や住民・事業者・団体等による保全の取組の現況等
を把握します。

地域社会と地下水の関わりにおける 4 つの観点毎に、想定される取組の例を示します。

各観点における取組の例

各観点における取組等

①日常的な利用

a) 水道用水 水道の水源として利用。

b) 事業場用水 工場の冷却水・洗浄水、建築物用の冷暖房やトイレ洗浄などに利用。

c) 農業用水 水田、野菜、花きなど様々な品目の生産に利用。

d) 養魚用水 養殖場における利用。

e) 消流雪用水 北陸をはじめ積雪の多い地域で消流雪用水として利用。

f) 飲食品製造 様々な飲料や食品の原料として利用。

②地域活性化への活用
a) 観光資源利用 地域の名水・湧水などを観光スポットとして活用。

b) 地方創生 地域のブランディングや水利用企業の誘致による雇用創出等に活用。

③リスクの予防保全

a) 揚水設備設置時の手続 新規井戸設置時の届出、採取量報告、許可等。

b) 揚水設備能力の制約 吐出口面積と採取量の取水基準の設定等。

c) 水質保全対策 水質のモニタリング調査、不法投棄の監視、合併浄化槽の管理等。

d) 地下水涵
かん
養の促進 水田湛水や浸透ます設置、森林整備による水源涵

かん

養等。

e) 啓発活動等 イベントやシンポジウム、出前授業による環境学習等。

f) 協力金等 保全の取組への資金面の支援。

g) 緊急時対策 急激な水位低下や水質事故時の情報共有や緊急措置・体制等。

h) 防災用水利用 地下水を非常時用水（トイレ洗浄、洗濯、清掃、浴用等）として利用。

i) 条例に基づく保全体制（保全） 条例に基づく利用者協議会への参加等。

j) モニタリング等調査 取組の効果等を把握するための初期状態及び動態把握調査。

k) 実態把握調査 地下水の実態を把握。

④地下水障害の解決
a) 地下水汚染物質の除去 汚染物質の除去・土壌浄化等。

b) 条例に基づく保全体制（解決） 地下水障害対策として条例等により取水量等を規制。

地下水に関わる施策や取組は多岐にわたり、また、地域には多くの地下水関係者が存在するため、
関係する主体は幅広くなります。
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地下水協議会の設置にあたり幅広い立場からの参画を求めるためにも、導入段階においてできるだ
け網羅的に取組や関係主体を把握するとともに、地下水との関わり方における個々の意向について適
切に共有することが相互理解を得るために必要です。

3 - 4	 地下水マネジメントの基本方針の設定

地下水マネジメントの取組を開始するにあたり、地下水の実態に関する共通認識と関係者の立場に
関する相互理解を図りながら、地域における地下水マネジメントの基本方針を地下水協議会で設定し
ます。

基本方針の設定にあたり、【持続可能な地下水の保全と利用】はどのような地域においても目指すべ
き方向性とします。

その上で、地域における「 日常的な利用 」、「 地域活性化への活用 」、「リスクの予防保全 」、「 地下水
障害の解決 」といった各観点の関わり合いの状況を踏まえ、今後、地域全体として、より重視したい
観点を考慮して、地下水マネジメントの基本方針を設定します。

共通して目指すべき方向性：【持続可能な地下水の保全と利用】

各観点の課題や地域で重視したい観点を考慮して設定

①	 日常的利用の観点を重視する例（課題：水資源の有効活用）
• 豊富な地下水を背景とする、様々な日常的用途や用水への利用推進

②	 地域活性化の観点を重視する例（課題：地域づくりへの活用）
• 水利用企業誘致､ 新規産業による雇用創出及び地場産業との共存共栄
• 観光コンテンツ等への活用による、観光客 ･ 交流人口の増加

③	 リスクの予防保全の観点を重視する例（課題：利用の持続性確保）
• 地下水に依存している地域において、人口減少や財政的制約下でも将来に

わたる長期利用の持続性を確保

④	 障害解決の観点を重視する例（課題：環境保全上の問題解決）
• 早期の地下水障害解決と再発防止体制

地下水マネジメントの基本方針の設定イメージ
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3 -5	 地下水マネジメント計画の策定

地下水マネジメントの基本方針を踏まえて、地下水マネジメント計画を地下水協議会で策定します。
基本方針の見直しを行った場合には、地下水マネジメント計画も見直しが必要となります。

地下水マネジメント計画には、主に以下の項目を示します。

「対象地域及び地下水の概況」

「地下水マネジメントの基本方針」

「地下水マネジメント計画の目標」

「計画の期間」

「地下水関係者の責務と役割」

「モニタリング計画」

「取組の具体的方策と実施主体及び年次計画」

「地下水マネジメントの評価の視点・指標と評価方法」

「取組の具体的方策と実施主体及び年次計画」の整理にあたっては、「地下水マネジメントの基本方針」
の下に設定した目標（ 最終アウトカム ）を達成するために、どのような施策目標（ 直接アウトカム ）を
設定するべきかを考えます。

次に、施策目標（ 直接アウトカム ）を達成するための取組を抽出するとともに、効率的に実施するた
めの体制・連携・方法等を検討します。（ 技術資料編 4 - 1 参照 ）

ここで設定する施策・取組は、必ずしも新たに始める必要はなく、目標（ 最終アウトカム ）に照らし
て効果的な施策・取組は何かを認識し、従来から実施している施策・取組の見直しや重点化、適切な体制・
連携・方法等について関係者が協議し、基本方針に対応した計画とすることが重要です。
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基本方針から目標・施策・取組、体制（ 実施主体・連携方法 ）まで、上位から順に考えて体系的に整
理するイメージを以下に示します。

基本方針から施策・取組、体制までの体系的設定のイメージ

3 - 6	 取組等の実施

施策・取組等の具体的な内容、実施主体及び実施時期を定めた年次実施計画に従い、関係者が情報を
共有し、連携・調整による効率化を図りながら取組を実施します。
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4取組等の評価・見直し段階

4 -1	 評価・見直しの考え方

評価は、一般的に「 体制 」、「プロセス」、「 成果 」の観点から行われます。

地盤沈下や井戸枯れ等の地下水障害が発生し、保全対策による解決・改善が明確な目標となる取組の
場合は、必要な保全対策と実施規模を検討した上で予算措置がなされ、業務として行われることが多く、
主に実施量（ アウトプット ）が評価されます。

一方、地下水マネジメントの取組には、住民・団体や事業者等との協働によるものも多く、そのよう
な場合には、進捗状況の把握といった量的なアウトプット評価のみでは、目標に対応し、効果的な施策・
取組とするための改善に役立つ情報は得られません。

目標値に対する進捗評価の観点に加えて、「 参画しやすく無理なく継続的に参加できる体制 」、「より
負担の少ない効率的・効果的な取組手順 」、「 取組の理解や意欲を高めたり、満足度・達成感を得られ
る活動となる工夫 」などの幅広い観点から体制やプロセスも評価し、次年度の年次計画作成等に反映
することが、取組の改善・活性化や目標達成に寄与します。

「 体制 」、「プロセス」、「 成果 」のいずれを重視すべきかは地下水マネジメントの段階に応じて変わ
るものであり、例えば計画策定から数年間は、従来の取組を持続的に行える体制を確立するといった、

「 体制 」を重視した評価を行うなど、状況に応じた重みづけをしながら評価します。

基本方針から体制までの体系と「 体制 」、「プロセス」、「 成果 」の評価との対応、及び P D C A サイク
ルにおける評価等の位置付けの一例を示します。（ 技術資料編 4 - 2 参照 ）

体　　制	 ：	 取組内容や分担､ 連携体制､ 実施規模等の妥当性等を評価

プロセス	 ：	 目標の達成に向けた過程（手順）や活動の状況や進捗を評価

成　　果	 ：	 目標の達成度
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基本方針から体制までの体系と ｢ 体制 ｣､ ｢プロセス｣､ ｢ 成果 ｣ の評価との対応のイメージ

地下水マネジメントにおける P D C A のイメージ
（出典：源由理子(2018 )、日本評価学会評価士養成講座研修資料を参考に作成）
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4 -2	 取組の体制に関する評価

取組の体制評価は、実施内容や規模、実施体制などを改善し、効率的で実効性の高い枠組みとする
もので、特に地下水マネジメント計画の初期段階において重要です。

年間の取組を総括する際に、体制に対する地下水関係者の意見や意向を確認し、幅広い参加者が明
確な役割分担と連携の下で、無理のない適切な規模・内容を行い、また、継続的に参加しやすい体制と
するために改善すべき点等を評価します。

4 -3	 取組のプロセスに関する評価

取組のプロセス評価は、取組手順や連携の状況、取組への理解度や意欲、参加者の広がり等の取組
状況の評価及び計画に対する進捗状況（ アウトプット ）と、その成果としての直接アウトカム（ 施策目
標 ）の達成状況等の評価があります。

年間の取組を総括して次年度の年次計画等を協議する際に、取組状況等のプロセスに対する地下水
関係者の意見や意向を確認し、参加者が取組の位置づけや意義についての理解や意欲を高め、地域の
賛同のもとで納得して活動し、満足度・達成感を得られるために改善すべき点等を評価します。

個々の取組において、例えば地下水障害等の問題解決・改善や予防保全のための取組は「 持続可能な
地下水の保全と利用 」の前提となることからも、活動計画・事業計画等で具体的な目標実施量等を設定
している場合があります。そのような場合は、目標実施量等に対する進捗状況を評価（ アウトプット
評価 ）します。

4 - 4	 取組の成果に関する評価

取組成果の評価は、目標とした効果（ アウトカム ）に対する達成度や副次的な効果の有無等を確認し、
取組の有効性を評価するものです。

年間の取組を総括する際に、実施した取組量から期待される効果の有無や達成度を考慮し、より効
率的・効果的で負担の少ない取組とするために改善すべき点がないか検討します。
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4 -5	 評価結果の共有及び合意

各取組の実施主体及び事務局による評価結果は、地下水協議会で情報共有し、評価結果の妥当性や
反省点、今後改善すべき点等について協議します。

役割分担や取組方法等について、参加者間で評価が一致しない点も想定されるため、見解の相違の
背景について意見交換を行うなど、取組状況の評価について参加者が共通認識を得られるように努め
ます。

4 - 6	 地下水マネジメント計画の見直し

取組の評価結果から、改善すべきと考えられる取組手順、取組内容や実施時期、対象地区を連携・調
整すべき取組等がある場合には、地下水協議会で協議し、年次実施計画等に反映し見直すべき事項と
して整理します。

取組の役割分担や内容を大幅に変更することが望ましい場合には、地下水マネジメント計画の改訂
の必要性について協議します。

目標の達成や課題の解決が果たされた場合には、地下水マネジメントの次の段階の基本方針も含め
て、改訂の必要性を協議します。

4 -7	 地下水マネジメントの基本方針の見直し

地下水マネジメントの基本方針についても、取組を開始した後に状況が変化して、地域社会から基
本方針の方向転換を求められる状況が生じた場合や、取組の進捗に伴い当初の基本方針に基づく計画
目標の達成が現実的でないことが判明した場合など、見直しが望ましい状況が考えられます。

地下水マネジメント計画の計画期間の途中であっても、当初の基本方針や計画目標の見直しが望ま
しい場合もあることから、地域の実情の変化に柔軟に対応することが求められます。

目標の達成や課題の解決が果たされた場合には、地下水マネジメントの次の段階の基本方針につい
て、地域で重視したい観点等を考慮して見直しの必要性を協議します。
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5地下水協議会設置及び取組実施までの手順

5 -1	 取組開始の準備

準備事項

1	 地下水マネジメントについての国の動き
2	 地下水マネジメントについての先進地方公共団体の取組
3	 取組の契機
4	 当該地域の地下水の概況
5	 当該地域での「地下水マネジメントの基本方針」の案
6	 勉強会（準備会）を行う地方公共団体等の範囲の案

概要　（ 技術資料編 5 - 1 参照 ）

地方公共団体の地下水の担当者※が次のような契機で、「 地下水マネジメント」への取組を開始する
際に、上司や関係課といった当該地方公共団体内の合意形成や、首長に判断を仰ぐ際に使用する資料
を作成します。

※ 地下水担当が定められていない場合には、契機となった出来事に応じて担当者が選ばれ、準備を進めることが想定されます。
そのような場合には、地下水が地域社会を幅広く支えている重要性を踏まえ、円滑な情報収集等のため、関係する各分野が
積極的に連携し、協力することが望まれます。

住民・団体
 ● 住民や地下水利用者からの地下水の状況に関する相談、要望等
 ● 渇水による地下水位低下や水質汚濁事故等の発生による対策の要請
 ● 特定の地下水利用者による過剰な地下水採取の懸念や採取事例の発覚から、地域全体での地下水保

全を要望

行政
 ● 企業誘致による雇用創出や交流人口促進など、地下水の活用による地域の活性化を検討
 ● 地域が地下水に依存している一方で、地下水障害リスクへの備えをしていないことに気づき、予防

保全の必要性を認識
 ● 国や先進地方公共団体の動きを踏まえて、導入について首長等から検討を指示
 ● 地域の地下水について、複数の地方公共団体が参加する広域市町村圏の協議会等から問題提起
 ● コスト縮減や人手不足への対応のため、地下水に関わる施策の効率化や省力化、省人化を検討

事業者
 ● 地域の地下水に事業活動が依存しているため、安定した取水環境を持続する対策を要望
 ● 地下水を大量に取水利用する事業者等が、地域貢献活動等の一環として協働の取組を提案
 ● 利用している地下水取水井の水位低下や採取できる水量の減少などの変化により、持続的な利用へ

の不安が拡大

契
　
機
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準備する資料

最初に準備する資料としては次の６点が考えられます。
新たな調査をする予算はない場合が多いため、可能な限り当該地方公共団体の保有する既存の資料

等を編集して作成することが基本です。

1	 地下水マネジメントについての国の動き

国が現在進めている地下水マネジメントは、「 水循環基本法 」が平成 26 年に制定されたことを契機
に始まった新しい取組であるため、関連する国の動向を解説する資料を作成します。

2	 地下水マネジメントについての先進地方公共団体の取組

将来的な水源のリスクに対して一早く保全の取組を始めた事例、地域の活性化のために地下水をよ
り有効に活用しようとする事例、地下水障害をきっかけに地下水保全の取組を開始した事例、その
結果、地域ブランドとして地下水を活用できる状況となった事例など、先進地方公共団体の取組概
要を整理した資料を作成します。

3	 取組の契機

上記【 概要 】にあるように、地下水マネジメントを検討する契機となったことを説明する資料を作
成します。

4	 当該地域の地下水の概況

地下水マネジメントに関する合意形成を進めていくにあたっては、関係者が地域の地下水の情報を
共有する必要があります。このため、地域の地下水の概況に関する情報を可能な範囲で収集し、当
該課内で情報と理解を共有するための資料を作成します。

取組の当初段階であるため、既存の文献・資料等を参照し、そこで取りまとめられている本文・図
表の引用等により、時間や労力をあまりかけずに収集できる範囲で作成します。
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導入段階で有用と想定される地下水に関する資料等の例 ( 3 - 2 節の再掲 )

項 目 参照する資料・データの例 技術資料編

地形・地質 地域の地形・地質や地誌に関する文献、水文環境図、 
水理地質図等

3-1-1

地下水位 地域の地下水研究資料、既存の地下水位観測データ等 3-1-2

水質 水質汚濁防止法に基づく地下水の常時監視結果等 3-1-3

水収支 気象データ、地下水利用に関する既存資料、利用用途毎
の水利用原単位等

3-1-4

地下水利用・ニーズ等 水道統計、工業統計、農業用地下水利用実態調査等 3-1-5

過去の取組経緯・課題 全国地盤環境情報ディレクトリ、全国の地盤沈下地域の
概況等

3-1-6

得られる情報は必ずしも十分ではないため、今後の勉強会（ 準備会 ）又は協議会の段階で調査する
などの対応を考えます。また、「 地下水マネジメントの基本方針 」や「 地下水協議会の目標 」等によ
り重要な項目は異なることから、必ずしも上記全ての項目を対象に詳細な情報収集や調査をする必
要はありません。

地域の地下水に詳しい有識者とのつながりがある場合や、地下水に関する既存資料が非常に乏しい
ために専門家等に相談して地域の地下水に関する見解を得る必要がある場合などは、有識者等の知
見を最大限活用することも有効です。

日本全国の地下水盆・地下水区の概要をとりまとめた資料としては、『 日本の地下水、農業用地下水
研究グループ、1986 年 』が挙げられます。
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地下水盆と地下水区
（出典：農業用地下水研究グループ「日本の地下水」、1986年）
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全国を対象とした地下水に関するデータベースや、地下水に関する書籍・資料等のうち、立上げ段
階において地域の地下水の全体像や概況を把握する助けとなる情報源の例を示します。

『地域地下水情報データベース（地下水盆・地下水区別）』、『地下水ブックガイド（地方・都道府県別）』
公益社団法人日本地下水学会

h t t p : / / w w w. j a g h . j p / j p /g /a c t i v i t i e s /c o mmi t t e e / r e s e a r c h /g w d b . h t m l

   

h t t p : / / w w w. j a g h . j p / j p /g /a c t i v i t i e s / t o r i k i c h i / b o o k /

公益社団法人日本地下水学会のＨＰの一例

『地下水マップ（水基本調査）』国土交通省国土政策局国土情報課
h t t p : / / n r b - w w w. m l i t . g o . j p / k o k j o / i n s p e c t / l a n d c l a s s i f i c a t i o n / w a t e r / w_ n a t i o n a l _ m a p _ c w. h t m l

 

地下水情報図の例
（出典：地下水の情報図簿等の作成に関する検討業務 試作図（国土交通省国土政策局））
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編『全国地盤環境情報ディレクトリ』環境省

h t t p : / / w w w.e n v.g o . j p / w a t e r / j i b a n /d i r e c t o r y / i n d ex . h t m l

 

地盤沈下等量線図の例

『全国の地盤沈下地域の概況』環境省
h t t p s : / / w w w.e n v.g o . j p / w a t e r / j i b a n /c h i n k a . h t m l

『地下水質測定結果』､『放射性物質の常時監視』環境省
h t t p : / / w w w.e n v.g o . j p / w a t e r / c h i k a s u i / i n d ex . h t m l ,  h t t p : / / w w w.e n v.g o . j p / a i r / r m c m / i n d ex . h t m l

『水文環境図・日本水理地質図』国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センター（CD-ROM
又は紙で販売）
h t t p s : / / w w w.g s j . j p / M a p /J P /e n v i r o n m e n t . h t m l

 

日本水理地質図の例（ 山形県米沢盆地南部 ）
（出典：水文環境図・日本水理地質図、産業技術総合研究所地質調査総合センター）　

『農業用地下水利用実態調査』農林水産省
h t t p : / / w w w. m a f f . g o . j p / j / n o u s i n / s i g e n /c h i k a s u i - i n d ex . h t m l
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5	 当該地域での「 地下水マネジメントの基本方針 」の案

地下水マネジメントの基本方針自体は、5 - 8 - 1 項の地下水協議会で決定するものですが、当該地方
公共団体内で取組開始の説明を行うにあたっては、③取組の契機を踏まえ、「 何のために地下水マ
ネジメントを行うのか」を示す必要があることから、現時点で得られている情報の範囲で、当該地
方公共団体や地域全体にとって必要と考えられる「 地下水マネジメントの基本方針 」の案を整理し
た資料を一旦作成します。

「 地域社会と地下水の関わり」の各観点で取り組んでいる住民・団体、行政各部課、事業者等の様々
な立場の地下水関係者が、相互に意向や課題認識を共有しながら、【 持続可能な地下水の保全と利用 】
を目指すべき方向性として、地域全体として、より重視したい観点を考慮して、「 地下水マネジメ
ントの基本方針 」を設定します。

共通して目指すべき方向性：【持続可能な地下水の保全と利用】

各観点の課題や地域で重視したい観点を考慮して設定

①	 日常的利用の観点を重視する例（課題：水資源の有効活用）
• 豊富な地下水を背景とする、様々な日常的用途や用水への利用推進

②	 地域活性化の観点を重視する例（課題：地域づくりへの活用）
• 水利用企業誘致､ 新規産業による雇用創出及び地場産業との共存共栄
• 観光コンテンツ等への活用による、観光客 ･ 交流人口の増加

③	 リスクの予防保全の観点を重視する例（課題：利用の持続性確保）
• 地下水に依存している地域において、人口減少や財政的制約下でも将来に 

わたる長期利用の持続性を確保

④	 障害解決の観点を重視する例（課題：環境保全上の問題解決）
• 早期の地下水障害解決と再発防止体制

地下水マネジメントの基本方針の設定イメージ（ 3 - 4 節の再掲 ）

但し、ここで設定する「 地下水マネジメントの基本方針 」の案は、当該地方公共団体や地域全体にとっ
て実現性があるものとする必要があります。

「 地下水マネジメントの基本方針 」の案の実現性に関しては、当該地方公共団体における財政的な
制約や地下水関係者等との協働の可能性、基本方針を達するまでに必要な期間等を踏まえる必要が
あります。
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設定する「 地下水マネジメントの基本方針 」の案を達成するために必要な現況把握の範囲・精度や
そのための調査手法・費用、及び想定される取組の役割分担や実施費用・取組期間等についても、
可能な範囲で有識者や専門家等にも相談し、取組の具体イメージを持っておくことが望まれます。

なお、ここで提示する「 地下水マネジメントの基本方針 」の案は、現段階において望ましいと考え
られる案を担当者レベルで提案するものであり、必ずしも最適案等を検討する必要はありません。

6	 勉強会（ 準備会 ）を行う地方公共団体等の範囲の案

勉強会（ 準備会 ）を行う場合に参加を要請する地方公共団体について整理した資料を作成します。

地下水マネジメントに取り組む契機が、都道府県からの働きかけや広域市町村圏協議会である場合
には、参加要請をする地方公共団体等の範囲は自ずと決まります。それ以外の場合には当該地方公
共団体と地下水域や帯水層を共にする地方公共団体等を、「 地下水マネジメントの基本方針 」の案
を踏まえて、必要に応じて勉強会のメンバーとすることが望まれます。

地下水マネジメントの基本方針や、これまでの経緯・課題・行政区域等の地域の実情により、より
狭い範囲を対象に取組をはじめた方が良い場合や、より広くはじめた方が良い場合など、得失に留
意して範囲を検討する必要があります。

対象範囲の広狭によるメリット・デメリットの例

範囲の広さ メリットの例 デメリットの例

広い範囲

 ● 地下水域や同じ帯水層を利用している範
囲全体での取組は、より大きな効果が期
待できる。

 ● より幅広い地下水関係者が当初段階から
関与することが、将来的なトラブル防止
となる場合がある。

 ● 地方公共団体ごとに優先したい基本方針
等は様々であり、広範囲からあまりに多
くの地方公共団体が参加した結果、円滑
な意思疎通や連携・協働の支障となる場合
もある。

狭い範囲

 ● 方向性が近く、相互に取組の影響を及ぼ
しやすい近隣地方公共団体の範囲で取り
組む方が、円滑な意思疎通や連携・協働を
しやすい場合がある。

 ● 地下水域や帯水層の中の限られた範囲で
の取組は効果が限定的であったり、範囲
外からの影響を大きく受ける場合がある。

市町村ではなく県が中心となって取組をはじめる場合には、複数の地下水域が含まれることがある
ため、ブロックを分けて分科会・支部等の枠組みを設置することも考えられます。このような場合
は、下流側の地方公共団体が上流側の取水事業者と協議するための橋渡しとなったり、県内の情報
を共有することにより、他の地下水域の取組にも相互に参加することによる取組の活性化といった
メリットもあります。
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5 -2	 提案地方公共団体内の認識の共有

5-2-1	 提案課内における取組開始の確認

合意事項

1	 関係地方公共団体及び地下水関係者等（以下「地下水関係者」）で地下水マネジメントを行っ
ていくことについて、当該地方公共団体の首長の判断を仰ぐこと

説明する相手方
提案課の課長等

説明者
提案者

概要　（ 技術資料編 5 - 2 参照 ）

地下水マネジメントの枠組みづくりの第一歩です。5 - 1 の❷❹で用意した資料を効果的に活用して
説得力のある説明をすることが求められます。特に、「 当該地域の地下水の概況 」を踏まえた上で、「 地
下水マネジメントについての先進地方公共団体の取組 」の中で当該地域に共通する先進的な取組を紹
介し、「 当該地域での「 地下水マネジメントの基本方針 」の案 」で、当該地方公共団体にとっての「 地
下水マネジメントを行うメリット」を十分に説明することが肝要です。
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1	 関係地方公共団体及び地下水関係者等（ 以下「 地下水関係者 」）で地下水マネジ
メントを行っていくことについて、当該地方公共団体の首長の判断を仰ぐこと

説明事項

近年、国でも地下水マネジメントを地域が行うことを推奨していること、先進地方公共団体では地
下水マネジメントにより、地域が一体となって地下水の保全や地域活性化を行っている例があること、
また、当該地方公共団体を含む地域での地下水の概況を説明し、当該地域での「 地下水マネジメント」
の基本方針の案と参加を呼びかける地方公共団体等の案を示します。

説明資料　

i 地下水マネジメントについての国の動き
ii 地下水マネジメントについての先進地方公共団体の取組
iii 取組の契機
iv 当該地域の地下水の概況
v 当該地域での「 地下水マネジメントの基本方針 」の案
vi 勉強会（ 準備会 ）を行う地方公共団体等の範囲の案

説明する際の留意点等

説明資料. iv 　該地域の地下水の概況

 ● 既存の資料を再編集したものの説明であるため、資料の不足を指摘される可能性がありますが、
新たな調査は予算等が必要になることから、それも含めて勉強会（ 準備会 ）や協議会で対応する
必要があるということを説明します。

説明資料 v ...当該地域での「地下水マネジメントの基本方針」の案

 ● 地域全体の「 地下水マネジメントの基本方針 」の案とした理由付けの中で、当該地方公共団体の
メリットを重点的に説明することが必要です。

.説明資料. vi ...勉強会（準備会）を行う地方公共団体等の範囲の案

 ● 「 地下水マネジメントの基本方針 」の案に応じて、また、範囲の取り方によるメリットとデメリッ
トも含めて、参加を呼びかける地方公共団体等の必要性を説明します。
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5-2-2	 関係課との取組開始の合意

合意事項

1	 地下水関係者で地下水マネジメントを行っていくことについて、当該地方公共団体の首長の
判断を仰ぐこと

説明・合意を得る相手方
関係課

説明者
提案課

概要

地下水マネジメントに関係する部局課に、地下水マネジメントを行う意義等を説明し、実際に行う
場合の関係課の役割等を議論し、関係資料等の提供も依頼しながら、首長の判断を仰ぐことについて
の合意を図ります。

1	 地下水関係者で地下水マネジメントを行っていくことについて、当該地方公共
団体の首長の判断を仰ぐこと

説明事項

i 地 下 水 マ ネ ジ メ ン ト に 取 り 組 も う と す る 契 機 と な っ た 出 来 事 を 説 明 し、 取 組 の 必 要 性 と
当 該 地 方 公 共 団 体 に と っ て の メ リ ッ ト 等 に つ い て、 関 係 課 と の 間 で 認 識 を 共 有 し ま す。 
ここで、関係課としては、企画・財務・商工・企業局・観光・農業といった自治体経営や産業に関
する部局課や、河川・環境・水道・下水道・道路等のまちづくりに関する部局課、また、次世代へ
の継承の観点から教育・文化まで幅広く想定されます。協議会で想定される各部局課の役割を想
定した上で、合意を図るべき関係課を決めてください。

ii 地域の地下水の概況に関して説明し、関係課との間で理解を共有します。関係課が関連資料を持っ
ている場合にはその提供を依頼します。

iii 「 地下水マネジメントの基本方針 」、関係地方公共団体の範囲等に関して説明し、関係課との間
で理解を共有します。
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各観点における取組等と主な関係課の例（ 一部 3 - 3 節の再掲 ）

各観点における取組等 主な関係課の例

①日常的な利用

a) 水道用水 水道の水源として利用。 水道

b) 事業場用水 工場の冷却水・洗浄水、建築物用の冷暖房やトイレ洗
浄などに利用。

商工､ 企業

c) 農業用水 水田、野菜、花きなど様々な品目の生産に利用。 農林､ 商工

d) 養魚用水 養殖場における利用。 水産

e) 消流雪用水 北陸をはじめ積雪の多い地域で消流雪用水として利
用。

道路

f) 飲食品製造 様々な飲料や食品の原料として利用。 商工､ 産業振興

②地域活性化への活用
a) 観光資源利用 地域の名水・湧水などを観光スポットとして活用。 産業振興､ まちづくり

b) 地方創生 地域のブランディングや水利用企業の誘致による雇用
創出等に活用。

企画､ 産業振興､
まちづくり､ 企業

③リスクの予防保全

a) 揚水設備設置時の手続 新規井戸設置時の届出、採取量報告、許可等。 環境

b) 揚水設備能力の制約 吐出口面積と採取量の取水基準の設定等。 環境

c) 水質保全対策 水質のモニタリング調査、不法投棄の監視、合併浄化
槽の管理等。

環境

d) 地下水涵
かん
養の促進 水田湛水や浸透ます設置、森林整備による水源涵

かん

養等。 農林、環境、
森林整備担当

e) 啓発活動等 イベントやシンポジウム、出前授業による環境学習等。 水資源､ 環境、広報､
教育 ･ 文化

f) 協力金等 保全の取組への資金面の支援。 環境

g) 緊急時対策 急激な水位低下や水質事故時の情報共有や緊急措置・
体制等。

水資源､ 環境

h) 防災用水利用 地下水を非常時用水（トイレ洗浄、洗濯、清掃、浴用
等）として利用。

防災

i) 条例に基づく保全体制（保全） 条例に基づく利用者協議会への参加等。 環境

j) モニタリング等調査 取組の効果等を把握するための初期状態及び動態把握
調査。

環境

k) 実態把握調査 地下水の実態を把握。 環境

④地下水障害の解決
a) 地下水汚染物質の除去 汚染物質の除去・土壌浄化等。 環境

b)条例に基づく保全体制（解決） 地下水障害対策として条例等により取水量等を規制。 環境

説明資料

説明事項. i .～. iii

 ● 前段階までに作成済みの資料等の時点修正などにより対応します。「 地域の地下水の概況 」につい
ては、関係課が関連資料を持っている場合にはそれも追加します。
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合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 首長等への説明及び意思決定の前段として、関係課との間で情報・認識の共有を図ることが、勉
強会（ 準備会 ）又は地下水協議会における地下水関係者への対応の整合や一貫性につながります。 
特に、地下水協議会は様々な背景・立場の異なる関係者の連携調整を行うものであるため、地方
公共団体全体を調整する部局との早い段階からの連携・協働に留意する必要があります。

 ● 水道水源を地下水にも依存している場合には、水道課が水源リスクの観点から積極的に関わるこ
とが求められ、また、生活に密着した観点であることから地域の取組への理解や協力も得られや
すくなる場合があります。

説明事項 ii   

 ● この段階では得られている情報が必ずしも十分ではなくとも、「 地下水マネジメントの基本方針 」
や「 地下水協議会の目標 」等により重要となる項目を、今後の調査で確認する考えがあることを
説明し、情報収集への協力を求めます。

 ● 当該地域でどの程度の地下水を利用できるのか質問を受ける場合があります。そのような場合に
は、地中を流れる地下水の水位や循環量を定量的に把握したり、利用可能な量を推定するには、
予算的にも時間的にも相当の負担を必要とすること、また、地域の地下水関係者が連携して、継
続的なモニタリング等によるデータ蓄積を行うことで効率化を図れることを説明します。

 ● 地下水マネジメントに関する合意形成を進めていくにあたっては、地下水関係者が地域の地下水
の概況について、同じ理解を共有することが円滑な意思疎通につながります。このため、この段
階以降の関係者への説明は、基本的に同じ資料に基づいて行い、また、新たな情報等を資料に反
映した場合なども、理解の共有を図る必要があります。

説明事項 iii

 ● 関係課の積極的な賛同を得て協力しながら首長の判断を仰ぐことが望ましいものの、積極的な賛
同が得られない場合も、首長の判断を仰ぐことは反対しないという合意を得て、以後も情報共有
は図るべきである点に留意します。
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5-2-3	 知事・市町村長等への確認

合意事項

1	 地下水マネジメントを地下水関係者で行っていくこと及びそのための勉強会（準備会）の開
催を行っていくことを当該地方公共団体の意思決定とすること

2	 地下水関係者に勉強会（準備会）の開催を働きかけること
3	 知事・市町村長等への確認後の対応

説明・確認を得る相手方
知事、市町村長等

説明者
提案課、関係課

概要

地下水マネジメントに取り組む意義や基本方針、当該地域・地方公共団体へのメリットを説明し、当
該地方公共団体として地下水マネジメントを地下水関係者と協力して行っていくこと、そのための勉
強会（ 準備会 ）の開催を行うこと、勉強会（ 準備会 ）の開催を地下水関係者に働きかけていくことにつ
いて、当該地方公共団体の知事・市町村長等に確認します。
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1	 地下水マネジメントを地下水関係者で行っていくこと及びそのための勉強会（ 準
備会 ）の開催を行っていくことを当該地方公共団体の意思決定とすること

説明事項

i 地下水マネジメントに取り組もうとする契機となった出来事を端的に説明し、取組の必要性を、
知事・市町村長等に示します。

ii 地域の地下水の概況についてポイントを説明し、知事・市町村長等とも理解を共有します。
iii 関係課と確認した「 地下水マネジメントの基本方針 」の案を示し、当該地域全体及び当該地方公

共団体にとってのメリットを説明し、判断を仰ぎます。

説明資料

説明事項. i . ii

 ● 前段階までに作成済みの資料等を、簡潔に再整理します。

説明事項. iii

 ● 提案課と関係課で「 地下水マネジメントの基本方針 」の案を検討した際の着眼点、及び地下水マネ
ジメントで期待される効果、想定される当面の目標・取組内容・体制・実現性等を整理して示します。

合意を得るための留意点等

説明事項. i .

 ● 「 地下水マネジメントの基本方針 」の案に応じて、他の地方公共団体を範囲に含める必要がある場
合には、関係地方公共団体が連携・協働した地下水マネジメントの取組を行うことの重要性を理
解してもらうことが必要です。また、他の地方公共団体にも重要性を理解してもらうためには、
まず地域の地下水の概況について共通認識を得るための勉強会（ 準備会 ）の開催が重要であるこ
とを理解して頂くよう留意します。
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2	 地下水関係者に勉強会（ 準備会 ）の開催を働きかけること

説明事項

i 準備会（ 勉強会 ）への参加を働きかける地下水関係者の範囲を示します。

説明資料　

説明事項 i

 ● 前段階までに作成済みの資料等を、簡潔に再整理します。

3	 知事・市町村長等への確認後の対応

説明事項

i 必要に応じて議会へ概要を説明します。

説明資料

説明事項. i .

 ● ❶、❷で作成した知事・市町村長等への確認資料等を用います。

合意を得るための留意点等

説明事項. i .

 ● 知事・市町村長等への確認後、地域の情況等によっては、その概要を議会等に伝えておく必要が
ある場合もあります。
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5 -3	 他の地方公共団体との連携を要する場合

5-3-1	 提案地方公共団体から関係地方公共団体への働きかけ

合意事項

1	 地下水の概況等について共通理解を持つための勉強会（準備会）の開催
2	 働きかけられた地方公共団体の参加

説明・合意を得る相手方
関係地方公共団体

説明者
提案地方公共団体

概要　（ 技術資料編 5 - 3 参照 ）

「 地下水マネジメントの基本方針 」の案によっては、同一の地下水盆・帯水層が分布する関係地方公
共団体が連携・協働して取組むことにより、その効果が高まることから、地下水マネジメントに取組む
前段階として、当該地域の地下水の概況等について共通理解を持つための勉強会（ 準備会 ）の開催につ
いて、関係地方公共団体に働きかけを行い、参加の合意を得ることを目的とします。

1	 地下水の概況等について共通理解を持つための勉強会（ 準備会 ）の設置

説明事項

i 地域の地下水の概況に関して説明し、関係地方公共団体とも理解を共有します。
ii 地域の地下水関係者が地下水の概況等について同じ理解を共有するための勉強会（ 準備会 ）を開

催すること及び参加を働きかける地方公共団体の範囲を示します。

説明資料　

説明事項. i . ii

 ● 前段階までに作成済みの資料等の時点修正などにより対応します。関係地方公共団体とも、地域
の地下水の概況に関する同じ理解を共有します。

合意を得るための留意点等

説明事項. i . ii

 ● 地下水の流れの下流側に位置するものの、地下水を水道水源等に直接利用していない地方公共団
体で、参加の必要性を認識されにくい場合は、取組の内容によっては当該地方公共団体内の地下
水関係者の産業活動や文化的資源としての活用等にも関わる可能性があり、それらの地下水関係
者との連携を円滑に行う窓口としての必要性を伝えます。
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2	 働きかけられた地方公共団体の参加

説明事項

i 「 地下水マネジメントの基本方針 」の案によっては、同一の地下水盆・地下水流を有する関係地
方公共団体が連携・協働して取組むことによりその効果が高まることや、関係地方公共団体が地
下水マネジメントの取組に参加するメリットを示し、参加を働きかけます。

説明資料　

説明事項. i

● 関係地方公共団体が地下水マネジメントの取組に参加するメリットとして、以下のようなものが
挙げられます。

関係地方公共団体が参加するメリットの例

• 単独地方公共団体では体制的にも技術的にも実施が難しい広域の地下水調査
や地下水位分布図の作成等が協働により可能となる

• 地下水の状態を広域でモニタリングすることにより、地下水位の急激な低下
等の異変を早期に発見し、情報共有できる

• 水質事故等のリスク情報を迅速に共有したり、地下水流動の上流域と下流域
で連携・協働した対応等が可能となる

• 地下水の保全活動等で連携・協働を図ることにより、取組の実効性が向上する

合意を得るための留意点等

説明事項. i

● 他の地方公共団体に参加を求める場合には、その必要性や重要性を説明する上で、現段階で
想定している「  地下水マネジメントの基本方針  」の案を示す必要を生じる場合がありま
す。 しかしながら、当該地域の地下水の状況の認識が共有されない限りは、この基本方針につい
ての議論が発散するおそれがあるため、まずは地下水の状況の認識を共有するための勉強会（ 準備
会 ） の開催を優先する必要があります。

●  「 地下水マネジメントの基本方針 」の案によっては、過去に係争等を生じた地方公共団体等に参
加してもらうことにより、「 地下水マネジメント計画 」の運用段階における係争を未然に防ぐこと
ができる場合がありますが、逆に、早い段階からの「 地下水マネジメントの基本方針 」の案の提
示が参加の障壁となる場合もあり、過去の経緯に十分留意する必要があります。

● 立場の異なる様々な関係者が共通認識を持つための適切な手順に留意する必要があります。
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5-3-2	 勉強会（準備会）参加地方公共団体の確定

合意事項

1	 参加しない地方公共団体がある場合の参加地方公共団体の決定

説明・合意を得る相手方
関係地方公共団体

説明者
提案地方公共団体

概要

参加をしない地方公共団体がある場合、その理由等を勘案して、参加を表明した地方公共団体だけ
の参加でも開催するかどうかを決定し、参加を表明した地方公共団体の合意を形成します。

1	 参加しない地方公共団体がある場合の参加地方公共団体の決定

説明事項

i 勉強会（ 準備会 ）への不参加を表明した地方公共団体。

説明資料

説明事項. i

 ● 参加をしない地方公共団体に対して、不参加による影響、参加の必要性等を示し、将来的な参加
や再考を促します。

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 関係地方公共団体から参加を拒まれた場合には、参加の有無による影響に留意して、特に「 地下
水マネジメントの基本方針 」の案に大きく影響する規模で地下水利用を行っている場合や、広範
な保全の取組で大きな効果を期待できる場合など、不参加による影響が大きい場合には粘り強く
参加を働きかけます。参加を見送られた場合には、途中からの参加も受け入れることを示し、特
に不参加による影響が大きい場合には、継続的に、繰り返し参加を働きかけます。

 ● 地下水マネジメントの枠組み構築にあたっては、最初から全ての地下水関係者の参加を得ること
は現実的には困難な場合が多いと想定されます。しかしながら、取組開始の意向を伝え、参加の
呼びかけを行うこと自体に、将来的なトラブルを未然に防ぐ意味があります。当該地域の状況を
踏まえながら、賛同を得られる範囲で勉強会（ 準備会 ）を進めつつ、徐々に輪を広げられるよう
に継続的な働きに努めます。
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5 - 4	 関係行政機関･地域の関係者等との連携

合意事項

1	 勉強会（準備会）への参加

説明・合意を得る相手方
国等関係行政機関、都道府県、地下水取水利用者（企業・個人）、農業関係者、
NPO、住民、有識者等

説明者
勉強会（準備会）参加地方公共団体

概要　（ 技術資料編 5 - 4 参照 ）

地方公共団体以外の地下水関係者に、勉強会（ 準備会 ）への参加を働きかけます。地域の地下水関係
者が連携・協働して地下水マネジメントを行うことの意義と当該地下水関係者に参加して頂きたい理由
を説明し、勉強会（ 準備会 ）への参加の合意を形成します。

1	 勉強会（ 準備会 ）への参加

説明事項

i 地域の地下水の概況に関して説明し、関係行政機関や地域の関係者等とも理解を共有します。
ii 地域の地下水関係者等に参加を求める理由、期待する役割等を示します。
iii 地域の地下水関係者にとっても、地下水マネジメントの基本方針が有意義で、取組への参加にメ

リットがあることを示し、参加を促します。

説明資料

説明事項. i

 ● 前段階までに作成済みの資料等の時点修正などにより対応します。地域の地下水の概況に関する
同じ理解を共有します。

説明事項. ii

 ● 各関係者には、主に下記の点から参加が望まれます。ただし、勉強会（ 準備会 ）であるため、国
の機関や有識者等、地域の地下水に直接関係しない場合は協議会から参加して頂くという選択も
あります。状況に応じて、また、協議会における各関係者の役割を想定した上で、勉強会（ 準備会 ）
の段階から参加を求めるべき関係者を決めます。
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各関係者及び参加を求める主な理由（ 例 ）

国

国土交通省地方整備局河川事務所
ダム統合管理事務所

河川管理・ダム管理等の治水、利水の観点からの助言等のた
め

農林水産省地方農政局 国営地区における農業用水の利用の観点からの助言のため

農林水産省林野庁森林管理局等 地下水の水源である森林のうち国有林の保全の観点からの助
言等のため

都道府県（水道、水資源、商工、農業、森林、
河川、環境等の関係部署）

広域自治体としての関係市町村間の調整の観点からの俯瞰的
な助言等のため

地下水利用者（事業者代表、農業者代表、
その他の大量取水者等）

企業や個人の利用状況の把握や、ニーズを踏まえた取組の検
討、地下水位の異変時の迅速な原因究明・対応等を図るため

住民代表、取組団体、森林組合、
漁業組合　等

地域の利用状況の把握や、ニーズ等を踏まえた取組の検討、
保全の取組の推進等を図るため

有識者
地域の地下水に関する科学的な見解を得たり、地下水の法制
度的な取り扱い等の助言を得るなど、地方公共団体に不足す
る専門的知見を補うため

説明事項. iii

 ● 地域の地下水関係者等が地下水マネジメントの取組に参加するメリットとして、以下のようなも
のが挙げられます。

地域の地下水関係者等が参加するメリットの例

• 地下水に関する情報の共有により、利用環境の持続性や事業拡大の可能性を
確認したり、取水利用への地域の理解を得られ易くなる

• 地域全体としての地下水の保全と利用の取組を検討する際に、利用ニーズを
直接要望することができる

• 地下水位の急激な低下、水質事故等のリスク情報を迅速に共有したり、地下
水流動の上 ･ 下流域で連携・協働した対応等が可能となる

• 地下水の保全活動等で連携・協働を図ることにより、取組の実効性が向上する

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 地域の地下水関係者には、関係地方公共団体が、提案地方公共団体が作成した資料を用いて説明し、
各関係者の立場・役割の認識を促すため関係地方公共団体に対して十分な事前説明を行う必要が
あります。

 ● 関係者への説明にあたり質問や疑問点等が寄せられた場合には、勉強会（ 準備会 ）で回答するも
のと、予算を伴う調査が必要で早期の回答が困難なものを区別し、必要に応じて今後の調査項目
に加えるなど、関係者の理解に十分に留意します。
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説明事項. ii

 ● 先方から「 地下水マネジメントの基本方針 」の案について問い合わせを受けた場合には、当該地
方公共団体の案を現時点の考えとして説明します。

 ● 勉強会（ 準備会 ）の段階では、比較的取水量の大きい取水事業者や、地域の各種業界の代表者、
地区代表者等と調整しながら始めることも考えられます。立上げの段階から調整のプロセスに留
意し、計画的に対応することが望ましく、段階的に連携の輪を広げる、あるいは当初段階から幅
広く連携するなど、地域の実情に応じた対応を図ります。

 ● 従来、地下水管理では取水制限のための枠組みが一般的であったことから、事業者は取水量に制
限を加わる枠組みと先入観を抱く場合があります。このため、地下水関係者が相互に意向を認識し、
持続可能な保全と利用のための調整を行ったり地下水低下等の異常時に対するリスク管理を行う
場を設置することが趣旨である点、また、地域の合意によっては、より積極的な地下水利用も想
定される点など、従来の規制前提の枠組みとは異なる点を丁寧に伝える必要があります。

 ● 地元の大学等で地下水や水循環を研究している研究室や有識者が見つかる場合には、地域への精
通度の観点からも参加を依頼する候補となります。また、地元の有識者が地域の地下水に関わる
利害関係を有している場合や、地元に適した候補者が見つからない場合には、地下水や水循環等
を取り扱っている研究者が多く所属している関連学協会等に、当該地域の有識者を照会する方法
があります。地下水や水循環等に関わる主な学会、協会を以下に示します。

( 公社 ) 日本地下水学会 h t t p : / / w w w. j a g h . j p /

( 公社 ) 日本水環境学会 h t t p s : / / w w w. j s w e . o r. j p /

( 一社 ) 地下水技術協会 h t t p : / / w w w. j g w a t e r. o r. j p / i n d ex . h t m l

( 一社 ) 水文・水資源学会 h t t p : / / w w w. j s h w r. o r g / n e w p a g e s / i n d ex . h t m l

( 一社 ) 日本応用地質学会 h t t p : / / w w w. j s e g . o r. j p /

日本水文科学会 h t t p : / / w w w. s u im o n . s a k u r a . n e . j p /

説明事項. iii

 ● 積極的に参加を促すためには、参加市町村間あるいは広報部局と調整の上で、開催をＰＲするた
めの広報活動やメディア取材による認知度向上、シンポジウム等の啓発活動など、地域全体の気
運の醸成を図るとともに、地下水に係るリスクへの認識の共有にも留意してプロモーションを行
うことが効果的です。

 ● このように対外的にＰＲ等を行う場合や行政機関以外の出席者の交通費など、この段階で予算措
置が必要になる場合には、準備段階で財政担当課と調整する必要があります。対外的にＰＲする
場合は、広報担当課との調整、議会への事前説明等が必要になってくる場合もあります。
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5 -5	 勉強会（準備会）の開催

合意事項

1	 地下水の概況等についての共通理解
2	「地下水協議会」の設置と参加
（準備会の場合） 3	 当該地域での地下水マネジメントの基本方針

説明・合意を得る相手方
勉強会（準備会）参加者

説明者
勉強会（準備会）事務局

概要　（ 技術資料編 5 - 5 参照 ）

地域の地下水関係者が一堂に会して、地域の地下水の概況等について共通理解を図ります。その上で、
勉強会（ 準備会 ）の参加者が参加する「 地下水協議会 」を設置し、当該地域で地下水マネジメントを行っ
ていくことを合意します。

また、地下水協議会の「 準備会 」として行う場合には、「 当該地域での地下水マネジメントの基本方針 」
も併せて合意事項とします。

1	 地下水の概況等についての共通理解

説明事項

i 一堂に会しての説明ははじめてとなるため、事前の説明と重複する部分も含めて、ポイントをしっ
かりと説明します。また、前段階までの説明で寄せられた質問や疑問点等に対する回答を行います。

説明資料　

説明事項. i

 ● 前段階までに作成済みの資料等を基に、質問や疑問点等に対する回答などを追記して対応します。

第5章　地下水協議会設置及び取組実施までの手順
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2	「 地下水協議会 」の設置と参加

説明事項

i 地域の地下水関係者が「 地下水マネジメントの基本方針 」を達成、維持するために連携・協働を
図る場として、地下水協議会を設置することを提案し、また、勉強会（ 準備会 ）の参加者が地下
水協議会の会員となることを求めます。

説明資料

説明事項. i

 ● 地下水協議会は、単独地方公共団体の範囲内で設置する場合や、複数地方公共団体又は都道府県
全域で設置する場合など様々な事例があるため、当該地域と同様の先進事例等を示します。

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 行政機関以外の関係者の参加を求めるためには、交通費支給等の予算措置が必要な場合があるこ
とについて、参加市町村間での調整や財政部局との調整を行っておく必要を生じる場合がある点
に留意する必要があります。

3	 当該地域での地下水マネジメントの基本方針

説明事項

i 地下水協議会の「準備会」として行う場合には、「地下水マネジメントの基本方針」の案を示します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 前段階までに作成済みの資料等で対応。

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 地下水協議会の円滑な運営に留意して、地域全体としての「 地下水マネジメントの基本方針 」の
認識の共有を図り、地下水協議会の提示案とします。

 ● 参加者によっては、案として示した「 地下水マネジメントの基本方針 」に対して、個々の立場や
保全と利用の方向性が異なる場合があることに留意して、参加者個々に意向を確認し、各関係者
の立場について認識を共有します。 
また、方向性が異なる関係者に対しては、取組の方向性が異なるからこそ、地域全体の取組と相
互に悪影響を及ぼさないように情報を共有したり、各取組がともに成り立つように調整するなど、
連携・協働が重要であることに留意して参加を働きかけます。
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5 - 6	 議会への説明、住民への周知

合意事項

1	 勉強会（準備会）での議論を踏まえ、地下水協議会の開催への準備を開始することを議会へ
説明

2	 各種広報媒体等による、地域の地下水の概況や勉強会の議論の住民への周知

説明・合意を得る相手方
議会、住民

説明者
提案課、関係課

概要　（ 技術資料編 5 - 6 参照 ）

地域の地下水の概況等に関する勉強会（ 準備会 ）における議論を踏まえて、地下水協議会の開催に向
けて準備を開始することを議会に説明します。

また、地域の地下水の概況や勉強会（ 準備会 ）における議論の結果等について、各種広報媒体等を用
いて、住民に周知します。
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1	 勉強会（ 準備会 ）での議論を踏まえ、地下水協議会の開催への準備を開始するこ
とを議会へ説明

説明事項

i 勉強会（ 準備会 ）における議論の概要と、地下水協議会に向けた準備の予定を説明します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 前段階までに作成済みの資料及び勉強会（ 準備会 ）の会議録等で対応します。

2	 各種広報媒体等による、地域の地下水の概況や勉強会の議論の住民への周知

説明事項

i 地域の地下水の概況や勉強会（ 準備会 ）における議論の概要を説明します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 前段階までに作成済みの資料及び勉強会（ 準備会 ）の会議録等を広報誌等の各種広報媒体や周知
の機会に合わせて再整理します。

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 住民周知の方法としては、ホームページ掲載が最も簡易な方法ですが、地下水量が逼迫しており、
今後、住民へ協力を求めなければならないことが見込まれる場合などは、住民説明会を開催する
ことも有用です。
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5

5 - 1

5 - 2

5 - 3

5 - 4

5 - 5

5 - 6

5 - 7

5 - 8

5 - 9

6 - 1

6 - 2

6 - 3

6

7

1

2

3

4



63

実践編

総
論
編

実
践
編

そ
の
他

63

実践編

総
論
編

実
践
編

そ
の
他

5 -7	 協議会開催への準備

5-7-1	 参加地方公共団体内部での合意形成

合意事項

1	 地下水協議会の位置づけ
2	 地下水協議会の規約案
3	 地下水協議会の事務局体制
4	 地下水協議会に係る費用についての関係地方公共団体間での費用負担
5	 地下水協議会の参加者
6	 地下水マネジメントの基本方針案・取組の目標案

説明・合意を得る相手方
地下水協議会への参加地方公共団体

説明者
提案地方公共団体

概要　（ 技術資料編 5 - 7 参照 ）

協議会設置に必要な事務規定や体制などの整備（ 地下水協議会の性格、規約案、事務局体制、費用分担、
参加者）と地下水協議会にかける議案（地下水マネジメントの基本方針案・取組の目標案）を決定します。

複数の地方公共団体で協議会を開催する場合には、提案地方公共団体と参加地方公共団体が協議し
て定める必要があります。

1	 地下水協議会の位置付け

説明事項

i 地下水協議会の位置付けについて、任意の協議会、地方自治法に基づく協議会、一部事務組合等
の案を示し、協議します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 地下水協議会の位置付けとその事例及び案を示します。
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合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 法定協議会や一部事務組合では、規約案について関係地方公共団体の議会の議決が必要などの要
件等の違いがあるため、任意協議会で行うことになる場合が多くあります。参加地方公共団体相
互で協議会の位置付けを合意します。

2	 地下水協議会の規約案

説明事項

i 地下水協議会設置の根拠となる規約案については、名称、趣旨・基本方針、組織構成、会員資格、
入退会、費用負担・会費、議決方法、役員・委員、事務局体制等を内容とするものですが、それ
を説明します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 規約案の例と案を示します。

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 地下水利用者・住民代表等の委員により構成される場合や、利用事業者等の個々の地下水関係者
が会員となり地方公共団体も地下水関係者の一主体として関わる場合、自治体連携のために行政
機関のみで組織される場合など、地域の実情や基本方針に応じて地下水協議会の枠組みやルール
を定める必要があります。
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3	 地下水協議会の事務局体制

説明事項

i 地下水協議会は、地下水の保全と利用の方向性の異なる関係者間の連携調整を図る場である
ことや事務の効率性なども踏まえ、事務局を提案地方公共団体の職員が中心となって担うの
か、関係地方公共団体の職員がそれぞれ派遣されて担うのかを決めます。後者の場合であれ
ば、どこの地方公共団体内に事務局を置くのか、輪番制とするのか等も決める必要があります。 
体制図・スケジュール案なども作成し、合意を得ます。

説明資料

説明事項. i

 ● 先進地方公共団体の例を参考に、案を作成して示します。

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 関係地方公共団体間の担当課間で案がまとまった場合には、それぞれの地方公共団体の人事組織
担当課との調整が必要です。　

 ● 地下水協議会の枠組みには、地理的に遠方からの参加で負担が大きい関係者や、協議の内容に応
じて参加したり、オブザーバ的な参加を望む関係者も想定されるため、参画する関係者の実情に
応じた柔軟な運営に、設置段階から配慮することが望ましい場合があります。また、運営に関わ
る事務負担等を生じる場合もあるため、事務局担当の輪番制、取組の役割分担・費用分担等につ
いて、立上げ段階で十分に協議し、継続的な枠組みとする必要があります。

4	 地下水協議会に係る費用についての関係地方公共団体間での費用負担

説明事項

i 地下水協議会を開催する当該年度のスケジュールを組み、必要な予算（ 謝金、交通費、会場費、
調査委託費等 ）を見込み、それを参加地方公共団体間でどう負担していくかを協議・決定します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 費用負担・会費等の案を作成して示します。
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合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 関係地方公共団体間の担当課間で案がまとまった場合には、必要額や負担割合、予算計上時期など、
それぞれの地方公共団体の財政担当課との調整が必要です。

　

5	 地下水協議会の参加者

説明事項

i 勉強会（ 準備会 ）の参加者を基本とし、また、地域の地下水に直接関係がないため協議会からの
参加を求めた関係者や、勉強会（ 準備会 ）の参加は適わなかったが、改めて協議会への参加を打
診する関係地方公共団体など、関係地方公共団体で協議して、協議会への参加者を決定します。
また、併せて協議会の会長、会長代理等の役員及び委員について協議し決定します。

説明資料

説明事項. i

 ● 地下水協議会　会員・役員・委員（ 案 ）

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 地下水協議会は、参加している関係者等が連携できることが大きな特長であり、単独地方公共団
体等では体制的にも技術的にも実施が難しい調査・検討等を地域全体で協働して実施し、地域の
地下水の状況を把握したり、地下水位低下等を早期に発見できるなどのメリットがあります。技
術的情報の共有と活用、有識者等への相談窓口機能、地下水に関する問題を生じた場合の相互連
絡体制の確保や調査・対策等の迅速な実施など、その特長を活かす枠組みを立上げ段階に構築す
ることが有用です。

 ● 地下水協議会における協議や取組の段階に応じて、地下水の技術・法制度等に関する学識者、地
域の地下水に詳しい研究者や有識者など、専門家と連携して幅広い知見や経験を活かすことが、
効率的・効果的な取組につながる場合があります。

 ● 地方公共団体に不足する専門的知見を補うための有識者の必要性に留意し、必要と考えられる場
合にはこの段階で選定し、委員・アドバイザー・第三者的評価者等の役割を位置付けます。
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6	 地下水マネジメントの基本方針案・取組の目標案

❻ -1 		地下水マネジメントの基本方針案

説明事項

i 整理していた「 地下水マネジメントの基本方針 」の案を参加地方公共団体との協議により必要に
応じて見直し、地下水協議会の提示案とします。

説明資料　

説明事項. i

 ● 地下水マネジメントの基本方針案

合意のための留意点等

説明事項. i

 ● 提案した「 地下水マネジメントの基本方針 」に対して、関係地方公共団体の保全と利用の方向性
が異なる場合があります。そのような場合は、これまでに共有した地域の地下水の概況に照らし、
地域全体にとって有効な地下水マネジメントの基本方針案について協議し、合意形成を図ります。
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❻ -2   取組の目標案

説明事項

i 「 地下水マネジメントの基本方針 」を達成、維持するための「 取組の目標 」の案を示し、協議に
より必要に応じて見直します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 「 地下水マネジメントの基本方針 」を達成、維持するため、「 利用 」を抑制して「 保全 」に重点的
に取り組む必要があるのか、又は「 保全 」しながら「 利用 」の維持あるいは拡大が可能なのか等、
地域の実情に即した【 適切な地下水の利用量と保全対策 】を検討し、「 取組の目標 」として、可
能であれば定量的に数値目標を提案します。

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 取組開始の段階では地下水に関する情報が十分ではなく、目標を定量的に設定するのが困難な場
合もあります。そのような場合は、地下水障害の予兆を捉えるためのモニタリングや取水量に関
する情報の一元化等により、「 保全と利用のバランス」の大きな変化を察知し、適切に対処するた
めの方策・体制を整えることを当面の目標とするなど、可能な範囲での対応を行います。

 ● 地下水に関する情報が十分でない状況では、設定した目標の妥当性を示すことが困難な場合があ
ります。そのような場合は、解析結果の精度の限界や地下水挙動について未解明な点があること
を踏まえ、ある程度の余裕幅をもった目標とすることにより、効果の発現に関して安全側とする
対応が考えられます。
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5-7-2	 協議会に参加する関係者との合意形成

合意事項

1	 地下水協議会の規約案
2	 地下水協議会の参加者
3	 地下水マネジメントの基本方針案・取組の目標案
4	 地下水協議会への参加

説明・合意を得る相手方
地下水協議会への参加予定者

説明者
協議会事務局又は勉強会（準備会）事務局

概要

地下水協議会に参加をお願いする地下水関係者（ 地方公共団体を除く ）に、地下水協議会の設置根拠
となる規約案等の事前説明等を行い、地下水協議会への参加を了承してもらいます。

1	 地下水協議会の規約案

説明事項

i 前項で、関係地方公共団体間で合意した規約案を説明します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 規約案

合意のための留意点等

説明事項. i

 ● 規約で会費を定める場合で、地下水利用量に応じた会費設定とする際には、地下水利用者等の負
担能力にも配慮し、算出方法は別途細則で定めるなど、産業動向に応じた柔軟な対応に留意します。
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2	 地下水協議会への参加者

説明事項

i 前項で、関係地方公共団体間で合意した役員・委員案（ 地下水協議会で選ばれる場合は不要 ）を
説明します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 地下水協議会役員・委員（ 案 ）

合意のための留意点等

説明事項. i

 ● 地下水について利害関係が異なる会員がおり、反対の立場の会員の委員就任について反対を表明
する会員もいる場合も考えられます。そのような場合は、地下水マネジメントを行うことによる
地域全体のメリットを主旨とし、また、個々の関係者の取組を阻害するものではないこと等を十
分に説明し理解を求めます。

3	 地下水マネジメントの基本方針案・取組の目標案

説明事項

i 前項で、関係地方公共団体間で合意した「 地下水マネジメントの基本方針案・取組の目標案 」を
説明します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 前段階までに作成済みの資料等で対応

合意のための留意点等

説明事項. i

 ● 参加予定者からの目標案・基本方針案に異議がある場合には、関係地方公共団体間で確認し、変
更の調整をした上で協議会へ案として出し、変更の調整が不可能なものは当該参加予定者に、協
議会の場で発言してもらい、協議します。
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4	 地下水協議会への参加

説明事項

i ❶～❸を踏まえて、参加予定者に役員・委員又は会員となることの承諾を頂きます。

合意のための留意点等

説明事項. i

 ● 参加予定者への説明終了後、第 1 回地下水協議会の開催とその審議内容が確定した際は、人事担
当課・財政担当課への報告はもとより、広報担当課とのＰＲ関係の打合せを行うほか、必要に応
じ議会にも事前説明等を行います。

第5章　地下水協議会設置及び取組実施までの手順

1

2

3

4

5

5 - 1

5 - 2

5 - 3

5 - 4

5 - 5

5 - 6

5 - 7

5 - 8

5 - 9

6 - 1

6 - 2

6 - 3

6

7



実
践
編

そ
の
他

72

実践編

総
論
編

実
践
編

そ
の
他

72

実践編

総
論
編

5 - 8	 地下水マネジメント計画の決定

5-8-1	 現状把握と方向性の協議会

合意事項

1	 地下水の概況等についての共通理解
2	 地下水マネジメントの基本方針・取組の目標
3	 地下水マネジメント計画を策定すること

説明・合意を得る相手方
協議会会員

説明者
協議会事務局

概要　（ 技術資料編 5 - 8 参照 ）

第 1 回目の地下水協議会では、今後の議論の共通基盤となる地域の地下水の状況についての会員全
員の理解と、今後の地下水マネジメントの基本方針・取組の目標を決定し、その基本方針・目標、また
具体的な取組を示した地下水マネジメント計画を策定することを決定します。

1	 地下水の概況等についての共通理解

説明事項

i 勉強会（ 準備会 ）時点から追加された情報など開催時点での最新の状況と、それまでに出された
疑問点等に答えるために新たな調査を行った結果等について報告します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 前段階までに作成済みの資料等に、現地調査等により新たに得られた情報を反映して示します。
協議会から参加する会員や傍聴者、マスコミ等のはじめて聞く人にとっても理解しやすいよう、
ビジュアル化した資料にするなど工夫する必要があります。

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 地下水マネジメントの基本方針・取組の目標など、会員間で議論が分かれる問題についての調整
の根拠となりうるのは、客観的な地下水の状況です。会員間の認識の共通基盤が得られるように
説明する必要があります。 
共通理解を深めるために、事務局から説明した地下水の状況について、有識者から解説等を加え
て頂くことも有効だと考えられます。
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2	 地下水マネジメントの基本方針・取組の目標

説明事項

i 地下水の保全と利用に関する基本方針として、地域にとって何のために地下水マネジメントを行
うのかを示す「 地下水マネジメントの基本方針 」と、それを達成、維持するための「 取組の目標 」
を説明します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 地下水マネジメントの基本方針案と目標案

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 会員への事前説明で提起されていた疑問点等については、第 1 回目の協議会の場等で誠実な回答
を行う必要があります。 
会員間で意見が対立する場合には、①で説明した地域の地下水の状況を踏まえ、合意点を見いだ
していくものとします。その場合、有識者や国の機関、都道府県など、地域の地下水と直接関わっ
ておらず利害関係もない第三者の助言が重要です。 
第 1 回目の協議会の場で決定することが望ましいものの、合意に至らない場合は第 2 回目以降に
改めて協議します。

3	 地下水マネジメント計画を策定すること

説明事項

i ❷で決定した地下水マネジメントの基本方針・取組の目標を、地域の地下水関係者が連携して実
現するための具体的方策をまとめた「 地下水マネジメント計画 」を今後策定していくことを提案
し、了承を得ます。

説明資料　

説明事項. i

 ● 地下水マネジメント計画のイメージ

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 地下水マネジメントの基本方針・取組の目標を実現するためには、地域の地下水関係者各々での
取組も必要であり、そのための協力をお願いする必要があります。
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5-8-2	 計画検討の協議会

合意事項

1	 計画期間
2	 地下水関係者の責務と役割
3	 マネジメントのためのモニタリング計画

説明・合意を得る相手方
協議会会員

説明者
協議会事務局

概要

地下水マネジメントの基本方針・取組の目標を達成するために、地下水マネジメント計画を策定する
こととしていますが、その記載内容である具体的方策やそれを行う主体を決めていくために、基本と
なる地下水関係者の責務と役割を提案し決定します。

また、計画に記載された具体的方策の取組状況を把握したり、地下水利用による影響や保全の取組
による効果等を把握していく必要があります。この協議会では、その手法等の計画を提案し、決定し
ます。

1	 計画期間

説明事項

i 地下水関係者が連携して保全と利用の取組を行うための、目標達成に向けて、具体的な取組の計
画として整理する際の「 計画期間 」を提案します。目標が長期的なものであり、想定計画期間内
に達成することが不可能な場合には、その期間内の短期的・中期的な目標を定めることもありま
す。通常は「５年 」「１０年 」などとする場合が多くみられます。

説明資料　

説明事項. i

 ● 計画期間 ( 案 )
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合意を得るための留意点等

説明事項 i 　

 ● 地下水の利用量は需要に応じて数週間あるいは数ヶ月といった比較的短期間で変化する場合があ
りますが、保全の取組を行う場合は、その効果が現れるまで数年あるいは数十年といった長期間
を要する場合があります。 
したがって、計画期間は、保全の取組を行う場合、少なくともその効果等を確認できる期間を目
安とし、また、保全の取組がなく、モニタリングによる地下水の状況変化の確認のみを行う場合
であっても、水道水源としての利用計画や取水事業者の事業計画等を踏まえて期間を設定します。

2	 地下水関係者の責務と役割

説明事項

i 地下水マネジメントの基本方針・取組の目標を達成するために、地下水マネジメント計画におい
て、地下水の保全と利用についての具体的な方策やその主体を記載していくことになります。そ
の基本となる地下水関係者の責務と役割を提案します。

説明資料　

説明事項. i

 ● 地下水関係者の責務と役割 ( 案 )
 ● 地下水利用者による節度ある利用、行政や住民等による保全活動やモニタリング等、各地下水関

係者が行う取組の位置づけを踏まえて、地下水関係者の責務と役割 ( 案 ) を示します。

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 地下水マネジメント計画の策定において、地下水マネジメントの基本方針・取組の目標を達成す
るために有効な具体的方策を誰が担うことが適切か判断する際に、ここで合意する「 地下水関係
者の責務と役割 」が基準となることを踏まえ、決定する必要があります。 
地域の地下水関係者が現在既に取り組んでいること、先進地方公共団体の役割分担の例、また、
現行法等の規定等を踏まえて、検討します。
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3	 マネジメントのためのモニタリング計画

説明事項

i 取組の状況や、地下水の経年的変化、地下水障害の予兆等を把握するために定期的な調査を行い、
評価する際の基礎データを取得するためのモニタリング計画を作成します。

説明資料　

説明事項. i

 ● モニタリング計画には、取組の体制・プロセス・成果に関する評価指標として設定した項目のうち
アンケート等により定量化できるものや、地下水の状態に関する項目（ 地下水位、水質、水温等 ）
について、把握方法、頻度等を設定します。

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● このようなデータは、継続的に蓄積することにより経年的な取組状況や地下水の状態の変化、地
下水障害の予兆等を把握することに寄与することを踏まえて、調査の頻度を設定します。

 ● 地下水のモニタリングには観測井戸の設置費用や継続的な計測費用等を要することから、概略的
に経年的な傾向を把握すればよい等といった観測の基本方針に応じて、自治体や地域の地下水関
係者等の既存井戸を活用したり、住民が主体的に協働して観測しやすい方法、観測頻度とするなど、
効率的なモニタリングに留意します。

議会・住民への説明

 ● 議会への説明として、年 4 回の定例会で、議会が開催されるごとに、それまでの協議会の状況を
説明した上で、情報を共有しておくことが望まれます。

 ● 住民への周知として、協議会開催毎に、協議会又は関係地方公共団体のホームページや広報誌に
掲載することが望ましく、住民の協力を特に求めなければならない施策等を検討するにあたって
は、住民説明会等を行って、住民の意向を把握した方がよい場合もあります。
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5-8-3	 計画策定の協議会

合意事項

1	「地下水マネジメント計画」の策定

説明・合意を得る相手方
協議会会員

説明者
協議会事務局

概要

現状把握と方向性の協議会で決定した「 地下水マネジメントの基本方針・取組の目標 」、計画の検討協
議会で決定した「 地下水関係者の責務と役割 」「 地下水モニタリング計画 」、そして今回提案する基本方針・
目標を達成するための各種具体的方策とその主体を定めた「 地下水マネジメント計画 」を策定します。

1	「 地下水マネジメント計画 」の策定

説明事項

i 地下水協議会の全体計画「 地下水マネジメント計画 」の案を説明します。地下水マネジメント計
画の構成要素は、「 地下水マネジメントの基本方針・取組の目標 」に応じて必要となるものが異
なります。地下水環境の回復等のため、計画的かつ確実に保全の取組の実施が必要な場合には、
次のとおり個々の取組の実行主体や年次計画等の詳細な内容となります。

1 .	対象地域及び地下水の概況
現状把握と方向性の協議会で認識を共有した内容

2 .	地下水マネジメントの基本方針
現状把握と方向性の協議会で決定した内容

3 .	地下水マネジメント計画の目標
現状把握と方向性の協議会で決定した内容

4 .	計画の期間
計画検討の協議会で決定した内容

5 .	地下水関係者の責務と役割
計画検討の協議会で決定した内容

6 .	モニタリング計画
計画検討の協議会で決定した内容

7 .	取組の具体的方策と実施主体及び年次計画
目標を達成するための具体的な手段として検討され、協議調整された内容

8 .	地下水マネジメントの評価の視点・指標と評価方法
取組を評価する視点・指標と評価方法、異常時の対応等について検討され、 
協議調整された内容
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一方、現況の利用状況に支障が生じていないため、保全の取組の緊急性が低く、また、地下水の実
態把握も進んでいないために定量的な検討が困難な場合などは、例えば「 持続的な地下水利用環境
の維持 」を基本方針とし、「 地下水モニタリング計画 」と「 急激な地下水低下発生時等の緊急体制 」
のみ定めて、順応的な管理により持続的な地下水の保全と利用を図るといった場合もあります。

ii 主な保全方策の例を、「 具体的手法としての保全方策 」と「 形式としての保全方策 」に分けて示
します。

具体的手法としての保全方策

観点 取組 取組方策の例

リスクの予防保全

a)	揚水設備設置時の手続
• 井戸の設置や廃止に伴う届出。
• 新規井戸設置による周辺への影響検討結果を伴う許可制。
• 取水量の報告義務。

b)	揚水設備能力の制約 • 吐出口面積の設定。
• 採取量の取水基準等の設定。

c) 水質保全対策 • 水質モニタリング。
• 不法投棄の監視、合併浄化槽の管理徹底。

d) 地下水涵
かん
養の促進

• 水田湛水等による地下水涵養。
• 浸透ます、還元井等からの人工涵

かん

養。
• 森林整備による水源涵

かん

養。

e)	啓発活動等 • 地域参加型のイベント、シンポジウム等の啓発活動。
• 出前授業による小・中学生の環境学習。

f) 協力金等 • 地下水涵
かん

養等の取組資金への支援。
• 地下水利用量に応じた負担。

g) 緊急時対策
• モニタリング等による地下水位の急激な低下等の察知と

情報共有体制。
• 地下水障害回避のための取水量調整の枠組。

h) 防災用水利用 • 地下水を地域の非常時用水として利用。
• 防災井戸の登録制度を設置。

i) その他、地下水関係者の責務

• 地下水利用者の取水基準の順守、情報提供・共有、協議
会参加。

• 地方公共団体による実態把握、情報提供・共有、啓発活
動等の推進。

地下水障害の解決 j) 地下水汚染物質の除去 • 汚染物質の除去、土壌浄化等。

形式としての保全方策
 

観点 取組 取組方策の例

リスクの予防保全 a) 緊急時対策

• 大幅な水位低下や汚染発生時に揚水量調整や汚染原因特
定に協力。

• 地下水利用者間あるいは地下水利用者と地方公共団体と
の間で締結。

地下水障害の解決 b)	条例に基づく保全体制
• 地下水障害時または地下水位の大幅な低下等が見られた

場合における解決、改善のための規制。
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iii 主な利用方策の例として「 具体的手法としての利用方策 」を示します。

具体的手法としての利用方策

観点 取組 取組方策の例

日常的な利用

a) 水道用水 • 水道の水源として利用。

b) 事業場用水 • 工場で原料や冷却水・洗浄水として利用。
• 事業場で建築物の冷暖房用水やトイレ用水などに利用。

c) 農業用水 • 農業（ 水田、野菜、花き等 ）への地下水利用。

d) 養魚用水 • 養殖に利用。

e) 消流雪用水 • 北陸地方を始め、積雪の多い地域では消流雪用水として利用。

f) 飲食品製造 • 飲料や食品の原料として利用。
• 地域の地下水による地場産品のブランド化。

地域活性化への活用

g) 観光資源利用 • 地域の名水・湧水などを観光スポットとして活用。
• 地域めぐりと一体で集客に活用。

h) 地方創生 • 地域のブランディングや水利用企業の誘致、産業創出による
雇用創出等に活用。

説明資料　

「 地下水マネジメント計画 」の案として、以下について整理します。

『対象地域及び地下水の概況』
「 地域の地下水の現況等の把握 」および「 地下水に関わる施策 ･ 取組の全体像の把握 」で整理した結

果を基に、地下水協議会で内容や現状認識について合意を図った結果を示します。

『地下水マネジメントの基本方針』
「地下水マネジメントの基本方針の設定」について地下水協議会で協議し、合意を図った結果を示します。

『地下水マネジメント計画の目標』
基本方針に沿って「 持続可能な地下水の保全と利用 」を達成・維持するための目標であり、地下水障

害等の解決又は予防保全の目標及び地域づくり全体の視点で重視する要素を踏まえた目標等、基本方
針の各要素に準じた目標について地下水協議会で合意を図った結果を示します。

地域社会との関わり合いの観点毎に、「 計画の目標 」のテーマの例を以下に示します。
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観点 「計画の目標」のテーマ

①日常的な利用
• 水道水源利用
• 工業団地用水源利用
• 工場・産業用水源利用

• 事業場用水源利用
• 農業利用
• 渇水時利用　等

②地域活性化への活用
• 地場産業振興
• 地域ブランド創出
• 雇用創出

• 交流人口増加
• 水文化継承
• 災害時利用　等

③リスクの予防保全

• 井戸枯れ防止
• 塩水化防止
• 地盤沈下防止
• 地下水汚染防止

• 水質悪化防止
• 災害時対策
•  水質事故対策
•  渇水時対策

④地下水障害の解決
• 井戸枯れ解消
• 塩水化解消
• 地盤沈下対策

• 地下水汚染解消
• 水質悪化改善

『計画の期間』
設定した「 地下水マネジメント計画の目標 」を達成するために必要と考えられる期間又は関連する他

の計画や流域水循環計画等との整合の観点から設定します。

『地下水関係者の責務と役割』
「 地下水マネジメント計画の目標 」に向けた施策・取組等を進める上で、住民・団体、行政、事業者

等の個々の地下水関係者の責務や担う役割について、地下水協議会で協議し、合意を図った結果を示
します。

地下水関係者が持続的に連携・調整して地下水マネジメントの取組を進めるためには、一部の主体の
意向のみが優先されることなく、全ての地下水関係者の立場を尊重し、節度のある利用や保全の取組
のモチベーション維持・向上の観点から、協議会全体の合意を図る必要があります。

『モニタリング計画』
取組の体制・プロセス・成果に関する状況、地下水の状態、地下水障害の予兆等を把握するために定

期的な調査を行い、経年的な変化などを評価するためのモニタリング計画を作成します。
地下水の状態把握は、地下水障害等の解決・改善又は地下水挙動の実態把握や予防保全等のために行

うものであり、地下水マネジメントの基本方針及び地下水マネジメント計画の目標に照らして適切な
箇所及び必要な頻度で地下水位観測や地下水水質の調査を行います。

特に、地下水の水源利用を拡大したり新たな利用を開始する場合は、地下水収支が悪化して経年的
な地下水位低下を生じる場合もあるため開始当初から影響の程度を把握するまで継続的にモニタリン
グを行い、安定した状況に至ってからは定期的に行うなど、利用の段階に応じた計画を立て、変化の
傾向や異常な水位低下等の兆候の把握を行うことが有用です。
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『取組の具体的方策と実施主体及び年次計画』
「 地下水マネジメント計画の目標 」に向けた施策・取組等の具体的な内容と実施する地下水関係者及

び実施時期を協議し、年間の実施計画として整理するものです。

各観点における取組等の主な関係課・実施者の例

観点 各観点における取組等 主な関係課・実施者の例

①日常的な利用

a) 水道用水 水道課（水道事業者等）、専用水道設置者

b) 事業場用水 商工課､ 企業局､ 事業者

c) 農業用水 農林課､ 商工課、土地改良区､ 農協､ 農家､ 事業者等

d) 養魚用水 水産課､ 漁協､ 養殖業者

e) 消流雪用水 道路課､ 住民､ 事業者

f) 飲食品製造 商工課､ 産業振興課､ 事業者

②地域活性化への活用
a) 観光資源利用 産業振興課､ まちづくり課､ 事業者

b) 地方創生 企画課､ 産業振興課､ まちづくり課、企業局､ 事業者､ 住民

③リスクの予防保全

a) 揚水設備設置時の手続 環境課､ 事業者､ 住民

b) 揚水設備能力の制約 環境課､ 事業者

c) 水質保全対策 環境課､ 環境団体､ 住民

d) 地下水涵
かん
養の促進 農林課､ 環境課､ 森林整備担当課､ 土地改良区､ 農家､ 市

民団体､ 住民､ NPO

e) 啓発活動等 水資源課､ 環境課､ 広報課､ 教育委員会

f) 協力金等 環境課､ 事業者､ 住民

g) 緊急時対策 水資源課､ 環境課､ 事業者､ 住民

h) 防災用水利用 防災課､ 自主防災組織､ 住民

i) 条例に基づく保全体制（保全） 環境課、事業者、住民

j) モニタリング等調査 環境課､ 事業者､ 住民

k) 実態把握調査 環境課､ 事業者､ 有識者

④地下水障害の解決
a) 地下水汚染物質の除去 環境課､ 事業者

b) 条例に基づく保全体制（解決） 環境課､ 事業者､ 住民

（事業者：地下水・湧水を利用して事業を行っているもの）
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『地下水マネジメントの評価の視点・指標と評価方法』
主に以下の観点から設定します。（ 6 - 1 節参照 ）

取組の体制に関する評価
• 地下水マネジメントを実施するための実施体制、実施規模・予算、連絡体制等の枠組みを評価

取組のプロセスに関する評価
• 取組手順の効率性や実効性、情報交換や連携の状況、関係者の理解度や取組意欲及び計画に

対する実施状況（ アウトプット ）等の取組状況を評価

取組の成果に関する評価
• 目標とした効果（ アウトカム ）の達成度や波及効果等により、計画の目標の達成状況等を評価

合意を得るための留意点等

説明事項. i .

 ● 計画の期間 
ここでは、年次計画も含めた実施計画レベルの計画を想定していますが、実行主体と取組の概略
までを基本計画として決定し、それに基づき具体的方策と年次計画も含めたものを実施計画とし
て決定するといった段階に分けて計画を策定する方法もあります。

 ● 地下水関係者の責務と役割 
実行主体と具体的方策、年次計画については、広い範囲で多くの施策・事務事業を検討する必要
がありますので、地下水協議会に事業分野毎に「 分科会 」を設置して検討する方策もあります。

 ● モニタリング計画 
地下水の実態が把握されておらず定量的な検討や評価が困難な場合や、実態調査を行う場合でも
長期間を要する場合が多々あります。このような場合、現状で安定している状況であれば利用を
継続しながら、モニタリングにより利用状況と地下水位の変化との対応関係や上昇・低下の傾向
などを確認し、当面は順応的な運用により持続的な地下水の保全と利用を図る方法がありますが、
その場合は基礎的なデータを蓄積する必要があります。 
また、以下の点に留意して計画を立てることが有用です。

• 地下水循環の全体像を把握することが目的である場合は、調査個所の設定にあたり、地下水循
環における位置づけ（ 涵養域・流動域・湧出域 ）と配置のバランスを考慮します。

• 広域を対象とする場合、近隣の地方公共団体が調査のタイミングを合わせて観測し、データを
集約して整理することにより、広範な地下水位分布の評価が可能となります。

• 協議会に参加している全ての地方公共団体等が、必ずしも横並びで同じ調査を行う必要はなく、
目的に応じて調査仕様（ 場所、内容、調査頻度 ）を設定します。

• 地域に複数の観測井戸があり、同様の変動を示している場合には、配置数を減らして調査費用
の縮減を図ったり、「 経年変化を把握するための観測井 」と「 面的な水位分布を把握するための
観測井 」で観測頻度を変えるなどの効率化に配慮します。

• 観測箇所の近隣で大規模な取水が行われている場合は、取水計画を把握して観測への影響に考
慮するか、又は、できるだけ近隣の取水の影響を受けない箇所で観測を行います。
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 ● 計画の管理推進 
計画を適切に管理し、取組を推進するためには、モニタリングの結果を客観的に評価するための
適切な評価指標や基準値を計画段階で設定しておくことが、評価段階に得られた結果に合意を得
る上で有用です。 
例えば、地下水障害を回避するための地下水位の最低値、安定した地下水利用を維持するための
標準値・変動幅、より望ましい地下水の状態を達成するための目標地下水位など、事前に評価指
標と評価に用いる観測井戸等を合意の上で設定し、定期的に観測値とこれらの基準値等の照合に
よる評価を行い、その結果を基に、より効率的な取組計画に反映します。

 ● 積極的に「 地下水マネジメント計画 」をＰＲし、協議会の会員以外も含めて、広く地域住民等の
理解を深めるためには、広報活動やシンポジウム等による周知など、地域全体の気運を醸成する
活動が重要です。また、そのような活動を効果的に行うためには、参加市町村間との調整や広報
部局との調整、あるいは地元メディアや各種団体との普段からの良好な関係の構築に留意する必
要があります。

説明事項. ii

 ● 具体的手法としての保全方策「 a )揚水設備設置時の手続」において、採取量の報告を行わず、届
出時点の計画水量等を揚水量として取り扱っている場合があります。しかしながら、効率的な地
下水の利用を図る観点からは、利用水量の実態を把握することが、地域における地下水流動や今
後更に利用可能な水量の評価を行う上で重要である点に留意して、届出制度の仕様を設定する必
要があります。

 ● 具体的手法としての保全方策「 c )水質保全対策」においては、地域における地下水利用において、
水質が重要な利用条件となる場合や、より良好な水質が望ましい場合など、水質面のニーズにつ
いても情報共有を図り、地下水涵

かん

養の取組場所等に留意します。
 ● 具体的手法としての保全方策「 f )協力金等」について、保全の取組の資金を調達する手法には、

寄付金、利用水量に応じた協力金・負担金、協議会会費における従量制等、様々な方法があります。
しかしながら、従来から地下水を無償で利用してきた事業者・住民等にとっては新たな負担と認
識されることが多いため、取組資金の必要性・意義・取組効果等の説明を十分に行い透明性を確保
することに留意する必要があります。また、地下水関係者間にできるだけ負担やメリットの偏り
を生じず、不公平感を生じないように留意します。

 ● 　「 g )緊急時対策」について、取水利用による地下水環境への負荷は、多くの利用者が同時に大
量の取水を行うことで増大する一方、負荷を分散することによる地下水位低下の抑制など、利用
時の配慮により負荷を緩和できる場合があります。このような観点から、可能な範囲で利用者の
取水計画等について情報共有を図り、協定等により計画的・持続的な利用形態とすることも保全
に有用です。

 ● 「 h )防災用水利用」について、地震災害時等の非常時には、地下水が貴重な防災用水となる場合
があることに留意し、地下水取水を規制している地域においても、非常時の地下水利用の可能性
について配慮することが望まれます。

 ● 形式としての保全方策「 b )条例に基づく保全体制」について、条例等で取水規制を行おうとする
場合は、憲法 29 条の財産権の保障、民法 206 条、207 条の所有権の行使との関連で問題となる
可能性があり、実際に裁判例もありますので、次の点を慎重に検討する必要があります。

第5章　地下水協議会設置及び取組実施までの手順

1

2

3

4

5

5 - 1

5 - 2

5 - 3

5 - 4

5 - 5

5 - 6

5 - 7

5 - 8

5 - 9

6 - 1

6 - 2

6 - 3

6

7



実
践
編

そ
の
他

84

実践編

総
論
編

実
践
編

そ
の
他

84

実践編

総
論
編

• 判例では、概ね次のとおりの判断がなされています。

「 地下水の使用権は、土地の所有権に附従して存在し、その所有権の行使上自由にその水を
使用するを得べし」（ 明治 29 年 3 月 27 日大審院 ）とされているが、「 地下水は、地下水脈を
通じて流動するものであり、このような性質上、地下水を自己の所有地より採取し利用する
者は、共同の資源たる地下水をそれぞれ独立に利用している関係にあるといえ、土地所有者
に求められる地下水利用制限も、この関係に由来する合理的制約を受ける。」（ 昭和 41 年６
月 22 日松山地裁宇和島支部 ）、「 地下水は一般に当該私有地に滞留しているものではなく広
い範囲で流動するものであることから、一般的な私有財産に比べて、公共的公益的見地から
の規制を受ける蓋然性が大きい性質を有するものである。」（平成26年1月30日東京高裁判決）

• 規制を行う際は、規制の必要性、規制の対象範囲や手段の合理性について、上の憲法・法律や
判例も踏まえつつ、慎重に検討を行う必要があります。

説明事項. iii

 ● 具体的手法としての利用方策「 g )観光資源利用」について、全国名水コンテスト等を活用した対
外的な認知度を高めるＰＲ、観光業界とのタイアップによる集客戦略など、戦略的な取組が必要
となる点から、取組の主体となる部局、関係者等の役割分担に留意する必要があります。

議会・住民への説明

 ● 地下水協議会で「 地下水マネジメント計画 」が策定される前と後の時点で、議会に説明します。
 ● 住民への周知として、計画が策定された際には住民説明会等を行って、「 地下水マネジメント計画 」

を住民に理解してもらい、特に住民の協力が必要な施策等を進める場合には協力を求める必要が
あります。
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5 -9	 取組等の実施

取組事項

1	 地下水関係者間の情報共有、取組の連携等
2	 地域の地下水の状況把握（モニタリング）
3	 取組を通した地下水マネジメントの普及啓発

実施者
「地下水マネジメント計画」に位置づけられた事業の実施者

概要　（ 技術資料編 5 - 9 参照 ）

策定した「 地下水マネジメント計画 」で事業実施者と住民、地域の地下水関係者は協議会を通して情
報を共有し、個々の取組の相乗効果を引き出したり相互補完となる場所や時期についても配慮しなが
ら、連携して取組を実施します。

また、取組による効果を適切に評価するため、地下水の状況をモニタリング等により把握します。
これらの取組や広報活動等を通して地下水マネジメントの普及啓発を図ります。

1	 地下水関係者間の情報共有、取組の連携等

実施事項

 ● 各地下水関係者は、「 保全活動等による地下水位回復効果 」が「 地下水利用に伴う地下水位低下等
のマイナスの効果 」により短期間で相殺されてしまうことを避けたり、様々な保全活動等を重点
地区で集中的に行うことによる相乗効果や関係者が対象地区を分担することによる相互補完を図
るため、取組の実施場所、時期等の情報を共有し、必要に応じて実施内容の調整を行います。

留意点等

 ● 保全活動等の取組は、地域の関係者が必ずしも全ての地区・場所で一律の内容で実施する必要は
なく、取組の目的に照らして効果的・効率的な対象地区（ 地下水涵養地区等 ）、規模（ 調査対象井
戸等 ）、手法等を検討した上で実施します。

 ● 取水規制や協定を締結する場合、地下水は行政区界を越えて分布・流動するため、地下水協議会
に参加していない周辺自治体との連携も必要となる場合があります。

 ● 渇水時に地域全体で地下水を安定して利用するために、地下水利用者が揚水計画（ 揚水箇所、揚
水量、時間帯 ）を共有し、隣接した場所で同時に大量取水を行うことを避けたり、揚水時間等を
調整して地下水位の回復時間を確保するといった連携が取水環境の持続性の観点から有用です。
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2	 地域の地下水の状況把握（ モニタリング ）

実施事項

 ● 地下水の状況把握を担当する地下水関係者は、取組による効果を把握して取組内容や規模を見直
したり、より効果的な実施場所を検討する際の基礎データを得るため、取組の目的に応じて観測
箇所・観測頻度を設定してモニタリングを実施します。なお、取組開始後のモニタリング結果の
比較対象とするため、取組開始前または取組開始時の状況を確認しておく必要があります。

留意点等

 ● モニタリングに当たっては、ある時点における地下水位分布等の状態量を把握すればよいのか、
又は季節変化・経年変化等の地下水位や地下水循環量の時間変化等を含めて把握する必要がある
のか等、調査の目的や位置付けを明確にする必要があります。

 ● モニタリング結果を分析して地下水の状況を適切に把握するためには、大規模な取水井戸の揚水
量や稼働時間等の情報が必要です。このため、情報の取り扱いに十分に留意することを前提に、
全ての地下水関係者から可能な範囲で実態情報の提供を求めます。実態情報の確認が困難な場合
には、同種の水利用の原単位等を参考に地下水揚水量等を推定します。

 ● モニタリングの箇所が少なく、限られた調査データから地域の地下水の状況を検討する必要があ
る場合には、地下水文学の専門家等の経験的な知見が参考となる場合があります。

 ● 地下水の状況把握のためのデータが十分に得られていない段階では、急激な地下水位低下等を生
じない範囲で利用を進めるといった順応型のマネジメントを行う方法もあります。

3	 取組を通した地下水マネジメントの普及啓発

実施事項

 ● 地下水マネジメントの取組やモニタリング結果については、地域が一体となって取組を進めるた
め、地下水協議会の開催毎に、その状況をホームページや広報誌に掲載したり、住民等への啓発
活動や環境学習等を通して取組への理解と新たな参加を図ります。

留意点等

 ● 全国規模の表彰制度への応募やマスコミ等への露出などによる戦略的な啓発活動を行うことが効
果的な場合があります。但し、対外的な普及啓発活動には新聞広告など大きな投資コストを要す
るものもあるため、波及効果や代替手段について慎重に検討します。
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6取組開始後の評価・見直しの手順

6 -1	 取組等の評価

評価事項

1	 取組の体制に関する評価
2	 取組のプロセスに関する評価
3	 取組の成果に関する評価

合意事項

4	 新たに得られた地下水に関する情報の共有及び合意
5	 評価結果の共有及び合意

説明・合意を得る相手方
協議会会員

説明者
協議会事務局

概要　（ 技術資料編 6 - 1 参照 ）

年次計画による取組を開始した後、年に 1 回以上の協議会を開催し、取組の体制、プロセス、成果
に関する事後評価、中間評価等を行います。

地域の地下水に関する新たな情報が得られた場合は、その情報に対する妥当性を評価した上で理解
や解釈の共通認識を図ります。
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1	 取組の体制に関する評価

実施事項　

i 各取組の実施主体から、実際の実施体制及び「 取組の体制評価 」を事務局で事前にアンケート等
により確認して整理し、地域全体としての連携・調整による体制の効率化や次年度の年次実施計
画への反映を図る際の基礎資料とするため改善すべき点等を整理します。

ii 取組の体制評価に関する評価の視点の例を以下に示します。評価にあたっては、これらの観点を
念頭に反省点や改善すべき点を検討し、地下水協議会としての評価とします。

取組の体制に関する評価の視点の例

• 役割分担や連携体制は明確になっているか
• 協議会参加者が一体で取り組んでいるか
• 専門家の支援体制はあるか､ 又、有効に活用しているか
• 取組の体制に関係者は納得しているか
• 取組の実施規模や予算は妥当か､ 無理はないか
• 地下水障害時の体制 ( 連絡 ･ 初動 ) は整っているか
• 取組に関する情報公開の仕組は機能しているか　等

留意点

実施事項. i

 ● 特に取組の初期段階においては、各実施主体間の連携・調整の余地が大きく、取組の統合や実施
場所の調整により効率化や実効性の向上を図れる場合があります。必要があれば年次の途中であっ
ても関係者間で体制を調整するなど効率化を図ります。

2	 取組のプロセスに関する評価

実施事項　

i 各取組の実施主体から、実施の過程における具体的手順や実施主体の取組意欲、取組の理解度・
納得度、連携の状況等の「 取組のプロセス評価 」を事務局で事前にアンケート・自己評価票等に
より確認して整理し、次年度の年次実施計画への反映を図る際の基礎資料とするため改善すべき
点等を整理します。

ii 取組のプロセス評価のうち、取組状況に関する評価の視点の例を以下に示します。評価にあたって
は、これらの観点を念頭に反省点や改善すべき点を検討し、地下水協議会としての評価とします。
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取組のプロセス（ 取組状況 ）に関する評価の視点の例

• 地域の地下水循環やメカニズムの理解は進んでいるか
• 関係者の取組意欲は維持 ･ 向上しているか
• 関係者は相互の意向を理解し、尊重しているか
• 取組の内容や進め方に関係者は納得しているか
• 関係者の連携､ 情報交換は円滑に行われているか
• 地域社会全体への認知や取組への賛同 ･ 理解はあるか
• 新たな地下水関係者や取組への参加者はあったか　等

iii 具体的な目標実施量等を設定している取組については、進捗状況（ アウトプット ）について事務
局で事前に確認して一覧表等に整理し、地域全体としての更なる連携・調整や、取組内容・実施
予定等の変更の必要性等について協議する基礎資料とします。

取組のプロセス（ 進捗状況 ）に関する評価の視点の例

• 水源利用水量は計画から大幅に超過していないか
• 保全の取組等は計画通りに実施されているか
• その他、計画値等を設定した取組は計画通り実施されているか　等

取組のプロセス（ 進捗状況 ）に関する評価指標の例

• 計画取水量 • 地下水涵養面積 • 取組実施回数　等

留意点

実施事項. iii

 ● 事業者にとって、利用の実績や予定は、事業活動上の機密情報に該当する場合もある点に留意し、
その場合も地下水の保全と利用の実態把握の基礎データとなるため、事業活動上支障のない範囲
での情報提供を促し、また、情報管理のルールを明文化し、提供された情報を、例えば事務局内
限りなど適切な範囲内で、慎重に管理する必要があります。
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3	 取組の成果に関する評価

実施事項

i モニタリング計画に沿って実施した地下水観測等のデータを確認して整理します。
ii 取組成果の評価に関する評価の視点の例を以下に示します。評価にあたっては、地下水モニタリ

ング等の観測結果等も参考に達成度等を検討し、地下水協議会としての評価を行います。

取組の成果に関する評価の視点の例

• 目標とした効果 ･ 成果をどの程度達成したか
• 地域社会への波及効果はあったか　等

取組の成果に関する評価指標の例

• 目標水位年間達成日数
• 注意報発令日数 • 水質基準　等

留意点

実施事項. i

 ● 取組の効果を評価するにあたり、モニタリング結果等の解釈に専門的知見を要する場合には、有
識者等の見解を得た上で、協議会でモニタリング結果の妥当性及びデータの解釈と評価について
理解の共有を図る必要があります。

 ● 地下水の取組には、効果が現れるまで長期間を要する場合があることに留意し、そのような取組
については、単年のモニタリング結果ではなく、経年的な傾向の変化等により、長期的な視点で
評価する必要があります。

 ● 取組の成果が当初の想定に比べて著しく低いなど、地下水マネジメント計画の目標の達成が困難
と考えられる場合には、実効性の高い取組及び低い取組についても評価し、取組内容､ 役割分担
等の見直しにおいて考慮します。

 ● 取組の成果の評価指標は、地下水マネジメントの基本方針において、より上位の計画目標に対応
するものが望ましく、また、評価指標の設定内容や具体的評価方法について関係者間で協議し合
意を図ります。
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施策体系としての妥当性評価について

地域の実情によって、計画策定の方法や重点の置き方はさまざまであり、評価のやり方も
その地域にとって適した方法が考えられますが、政策－施策－事務事業の体系を重視した取
組内容の評価も有用です。

政策－施策－事務事業　の体系の中では、後者は前者の手段であるため、「 政策目標に対
して関連する各施策がどれだけ寄与しているか」、また、「 各施策に対して関連する取組が
どれだけ寄与しているか」、といった観点から体系的な評価を行うことにより、各取組に対
する適切な優先順位付けや重点化の見直しにもつながります。

評価に当たっては、「 ❸取組の成果に関する評価 」における「 地下水マネジメントの目標 」
の達成度を確認し、計画した水準に達していない目標がある場合（ 例えば目標Ａ ）には、「 関
連する施策のどれが実施できて、どれが実施できていないか」、あるいは「 効果的に寄与す
る施策と効果の低い施策 」を確認することにより原因となる施策を分析します。

この際、上位の「 目標 」が達成されていることが重要であり、逆に「 目標 」が達成されて
いない場合には「 施策 」が達成されていても、その「 施策 」の妥当性を含めて分析します。
「 施策 」と「 取組 」も同様であり、個々の「 取組 」よりも、上位の「 施策 」の達成状況を評

価した上で「 取組 」の見直し等を行います。
このような考え方で、優先的あるいは重点的に取り組む施策・取組を見直して次年度の年

次計画等に反映します。

第6章　取組開始後の評価・見直しの手順
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4	 新たに得られた地下水に関する情報の共有

実施事項

i 地下水モニタリング等の結果、及び新たに実施された現地調査結果等を説明資料として整理します。

合意を得るための留意点

実施事項. i

 ● 「 計画や取組の見直しの必要性 」を議論するための前提となることから、会員全員が理解できるよ
う、説明資料等を工夫します。

 ● 新たに得られた地下水に関する情報の解釈や評価に対する合意を得るためには、目的に照らして
適切かつ客観的な評価である必要があり、専門的知見を要する場合には、有識者等の見解を得た
上で、協議会で解釈や評価について理解の共有を図る必要があります。

5	 評価結果等の共有及び合意

説明資料　

i 各取組の実施主体及び事務局による評価結果並びに新たに得られた地下水に関する情報を事務局
で集約し、説明資料として整理します。

合意を得るための留意点

説明資料. i

 ● 取組の実施量や目標としている効果に対する達成度のような定量化できる評価指標は、取組状況
に関する客観情報として関係者間で共有し進捗状況を確認します。

 ● 一方、各参加者が 5 段階評価等で自己採点したり、自己評価シートで反省・改善案等を記述した
ものについては、個々に取組を振り返ったり改善点を考える材料にするとともに、関係者間で共
有することにより取組の改善案等を協議し、合意した事項を次年度の年次計画や取組方法等に反
映したり、関係者間の建設的なコミュニケーションを通して合意を図り協働の活性化を促します。

第6章　取組開始後の評価・見直しの手順
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6 -2	 地下水マネジメント計画の見直し

合意事項

1	 取組内容、役割分担等の見直し
2	 見直し結果の公表

説明・合意を得る相手方
協議会会員

説明者
協議会事務局

概要　（ 技術資料編 6 - 2 参照 ）

年次実施計画等の対象期間ごとに、取組の評価を踏まえて、取組内容や役割分担の改善方策等の見
直し事項を検討し、その結果を公表します。

1	 取組内容、役割分担の見直し

説明事項

i 取組の評価に基づき、取組内容や役割分担に関する年次実施計画等の見直しの必要性を協議します。

説明資料

説明事項. i

 ● 取組の評価を踏まえて、協議会事務局として、取組内容や役割分担に関する年次実施計画等を見
直す必要があると判断した場合には、見直すべき事項の案を作成します。

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 地下水マネジメントは、取組に関する情報を協議会等で共有し、連携して取り組むことにより継
続性や実効性を確保するとともに効率的・効果的な取組とすることを趣旨としています。取組を
継続していく過程で、取組の評価を踏まえて協議会で改善検討を行い、次年度の年次実施計画等
に反映します。

第6章　取組開始後の評価・見直しの手順
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 ● 取組開始から数年を経過して軌道に乗った段階では、作業の効率化や省力化により実施体制に余
裕が生まれたり、同様の地下水位変動を示す隣接井戸の統合や観測頻度の見直しにより調査費用
の節減を図ることができる場合があります。そのような場合には、必要に応じて、取組の対象範
囲の拡張や調査地点の増設によるモニタリング体制の強化などを検討します。

 ● 取組開始から長期間が経過し、取組の目的が達せられた場合には、取組の規模を縮小したり終了
する場合もあります。

 ● 予算や実施体制などの事情により取組の継続が困難な状況が生じた場合には、他の地下水関係者
への継承、代替手法への転換などを検討します。また、取組成果の評価により、地下水マネジメ
ント計画の目標の達成が困難とされた場合には、取組内容､ 役割分担等及び必要に応じて目標の
見直しを行います。

 ● 取組内容を変える場合には、モニタリング計画等の見直しも検討し、必要に応じて新たな取組を
開始する時点の地下水の状態を把握し、取組変更時点の状態として位置づけます。

2	 評価・見直し結果の公表

説明事項

i 地下水マネジメントの取組の状況や評価結果及び取組内容や役割分担等の見直し検討の結果を
ホームページや広報誌に掲載したり、住民等への啓発活動や環境学習等を通して地下水マネジメ
ントの啓発活動として各種媒体等で広く周知を図ることについて了承を得ます。

説明資料

説明事項. i

 ● 取組の評価結果及び取組内容、役割分担の見直し検討の結果

合意を得るための留意点

説明事項. i

 ● 評価結果等の一般公表あるいは協議会内での情報共有にあたっては、情報元から事前に合意を得
る必要があります。

 ● 評価結果等の公表にあたっては、単に評価結果を掲載するだけでなく、地域の地下水利用事業の持
続性に関して安全・安心を提供する情報として伝わるような整理をして示すことが求められます。

第6章　取組開始後の評価・見直しの手順
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6 -3	 地下水マネジメントの基本方針の見直し

合意事項

1	 地下水マネジメントの基本方針の見直し
2	 見直し結果の公表

説明・合意を得る相手方
協議会会員

説明者
協議会事務局

概要

地下水マネジメントの基本方針の見直しの必要性について協議し、見直す必要があると判断した場
合はその内容を公表、共有します。

1	 地下水マネジメントの基本方針の見直し

説明事項

i 地下水マネジメントの基本方針の見直しの必要性及び見直すべき内容の案を説明します。

説明資料

説明事項. i

 ● 取組の評価結果及び地域の社会的背景の変化や対象地域の変化、関係者の意見等を踏まえて、協
議会事務局として、地下水マネジメントの基本方針を見直す必要があると判断した場合には、見
直すべき内容の案を作成して提示します。

合意を得るための留意点等

説明事項. i

 ● 以下のような場合には地下水マネジメントの基本方針の見直しを検討します。また、計画期間の
終了後には、地下水マネジメント計画の目標の達成状況を踏まえて、地下水マネジメントの基本
方針の見直しの必要性を地下水協議会で確認します。

第6章　取組開始後の評価・見直しの手順
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• 地域社会の生活や産業が大きく変化して生活・産業インフラや地域における地下水の位
置づけや地下水関係者の意向を再確認する必要が生じた場合

• 新たな地下水利用者の参加等により地下水マネジメントの対象とする地域を大きく変更
するため地下水関係者の意向を再確認する必要が生じた場合

• 取組の評価において、地下水関係者の多くが取組内容に納得できていない状況が生じた
り、地域社会からの賛同が得られない状況となっている場合

 ● 地下水マネジメントの基本方針を見直す場合、地下水マネジメント計画の前提が変わることとな
り、協議会の体制や会費・協力金等の変更も生じる場合があります。特に、会費等の改定にあたっ
ては、見直し前の会費の設定経緯や考え方を確認した上で整合性に留意するとともに、見直しの
経緯、理由を明確かつ丁寧に説明することが望まれます。また、一部の地下水関係者のみが負担
増加あるいは負担軽減とならないことへの配慮や、負担の増加に見合ったメリットやインセンティ
ブ（ 渇水時の優先的利用等 ）、規制緩和等を検討する場合もあります。

 ● 当初の基本方針において問題となっていた地下水障害やリスクが保全活動等により解決する一方
で地下水利用のニーズが拡大した場合には、地下水障害の再燃にも十分配慮する必要があること
から、慎重に利用要件等を定めて、地域の地下水保全への寄与度や地域における重要性・公共性
等を総合的に勘案して利用における制約を緩和するといった見直しも考えられます。

 ● 地下水マネジメントの基本方針にあたっては、個々の地下水関係者の利害関係についての議論だ
けではなく、地域全体としての「 持続可能な地下水の保全と利用 」や地下水関係者の情報共有・相
互支援、およびそれによるメリット・デメリット等を踏まえて協議します。

 ● モニタリングや新たな情報等により、取組開始時の想定と異なる地下水域、帯水層分布等が判明し、
地下水域に含まれる大規模取水事業者や地下水域外の参加者等の存在が明らかになった場合には、
協議会へ新たに参加すべき地下水関係者への働きかけや、退会希望者への配慮および必要に応じ
て入退会の手続きが必要となり、新たな体制の下で地下水マネジメントの基本方針を再設定する
場合があります。

　

第6章　取組開始後の評価・見直しの手順
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7地下水マネジメントの実施状況調査

地下水マネジメントは、地域で行う様々な取組を、地域のニーズや地下水環境の変化に応じて柔軟
に調整・連携することにより、「 持続可能な地下水の保全と利用 」を図り地域社会の安定・活性化に寄
与していくものです。

地域社会と地下水の関わりや取組について、地下水関係者が地域全体の視点で捉える機会や場がで
きた時点で、地下水マネジメントは第一歩を踏み出し、それぞれの地域で地下水マネジメントの取組
がはじまるといえます。

そして、地下水マネジメントは、地域の実情と必要性に応じて段階的に、合意形成を図りながら、
枠組みの構築や計画の策定、取組等を進めるものであり、また、地域のニーズや地下水保全の状況の
変化などにより地下水マネジメントの方針や取組内容も時間的に変化するものです。

以上のとおり、全国における地下水マネジメントの実施状況を網羅的に把握することは困難である
ことから、以下の６項目を「 地下水マネジメントの実態把握項目 」として設定し、全国の地下水マネジ
メントの概括的な実施状況調査を行うこととしました。

平成 30 年 12 月に、内閣官房水循環政策本部事務局が各地方公共団体へ行った「 水循環基本計画見
直しのためのアンケート」、及び令和元年 7 月に行った「 地下水マネジメント実施状況調査 」の中で調
査した結果は次のとおりです。

地下水マネジメントの実態把握項目 都道府県 市区町村

１　地下水協議会が設置されている 11 (0) 83 (7)

２　地下水マネジメントの対象とする地域が決まっている 27 274

３　基本方針又は基本方針に相当するものが決まっている 15 169

４　地下水のモニタリングが行われている 31 265

５　地下水に異常な兆候が発生した際の保全方策が決まっている 22 152 

６　地下水協議会の取組について、適切な時期に評価を行い公表している 2 28

（注） 今回の調査結果については、上記１～６の回答がなかった地方公共団体についても、条例制定済であり、実際に同様の内容
が条例で規定されているものについては、次のとおり整理。

• 「 水量 」の観点での規制がある条例と、「 水質 」の観点での規制がある条例については「 地下水 」を対象にすることが明
確に規定されているもののみを対象。

• この条例を有する地方公共団体については、次のとおり整理。 
「１ 地下水協議会が設置されている」については、既に条例が運用されていることから不要な場合も考えられるため、
（　）で外書きとして記入。 
「２ 地下水マネジメントの対象とする地域が決まっている」については、条例が運用されている地方公共団体の区域内

第7章　地下水マネジメントの実施状況調査
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が対象であるため、内書きにしている。 
「３ 基本方針又は基本方針に相当するものが決まっている」については、条例の「 目的 」において、地下水の保全又は
利用の内容が入っているものは、内書きにしている。 

「５ 地下水に異常な兆候が発生した際の保全方策 」については、条例に規定されているものについては、内書きにして
いる。

今後も引き続き、上記６項目の実態把握項目について調査しながら、地下水マネジメントの普及に
向けて取り組むことにしています。

第7章　地下水マネジメントの実施状況調査
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